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　本市の最初の総合計画は、1974（昭和 49）年に策定されました。それから 45 年。計画的にまちづくり
を進め、住宅都市としての基盤を固め、また、リニモを生かしたまちづくりにより多様な交流を生み出すま
ちに発展してきました。人口も増加し続け、今では、「住みよいまち」として一定の評価をいただけるように
なりましたことを、先人に感謝しつつ、私たちは、このまちをまた次の世代に引き継いでいく責任があると
感じています。
　本市では、現在、2050 年という長期を見据え、超高齢・人口減少社会の到来やいずれ訪れる大規模
災害に備えるため、「市民主体のまち」を実現すべく、様々な取組を、市民のみなさんとともに進めていま
す。第６次総合計画の策定においても、とにかく多くの市民のみなさんを巻き込み、一緒につくっていくこ
とにチャレンジしました。その結果、延べ 4,000人以上の方に計画づくりに関わっていただきました。また、
総合計画審議会の委員の皆様には多大なご尽力をいただきました。心より感謝申し上げます。
　なぜ、多くの人に関わってもらう必要があるのか。それは、本市に限らず日本全国で言えることかも知れ
ませんが、便利なくらしと引き換えに失った「つながり」を、もう一度、つくり直す必要があると考えるから
です。「つながり」は、日本が抱える高齢化・人口減少・大規模災害の課題を乗り越え、将来にわたって、
住みよい長久手であるためにはどうしても必要です。地域の人たちが、顔を突き合わせ、対話を重ね、とも
に苦労する。そうしたことを繰り返すことで、つながりやまちへの愛着が生まれます。子どもたちも、そう
した大人たちを見て育つことで、進学や就職で一度長久手を離れても、長久手が「ふるさと」だと感じ、こ
こに帰ってこようと思うのではないでしょうか。
　第６次総合計画では、将来像に「共生」を掲げ、市民と行政が協働する市民主体のまちづくりを進めて
いきます。「共生」とは、いろいろな人たちが、相談し合い、一緒に考え、一緒にやっていくことだと思っ
ています。そのためには、ごちゃまぜであり、ゆっくり、大らかという価値観が必要です。便利な生活と引
き換えに、わずらわしい「つながり」が薄れてきた長久手において、この「共生」が一朝一夕でできるはず
はありません。それでも、相談し、一緒に考え、一緒にやっていくことを繰り返す中で、自分たちのまちを
一緒につくるおもしろさを、一人でも多くの市民に感じてもらいたいと思っています。
　今、長久手は、間違いなく「共生」に向かって前進しています。さらに進めていくために、「長久手市み
んなでつくるまち条例のまち詩（次ページ参照）」にもあるとおり、対話を繰り返し、みんなで知り合い混
ざり合い、関わり合って支え合うことが重要です。
　計画ができて終わりではありません。ここが、またスタートです。
　「キラキラ光る長久手を　今日の市民がつくるため　明日の市民に渡すため」
　今後とも、ご支援とご協力をよろしくお願いします。



2

2018（平成 30）年７月１日に、「長久手市みんなでつくるまち条例」が施行されました。

まちうた（詩）「さかそう ながくて じちのはな」とは、
条例に盛り込みたい内容を考えるために集まった市民と職員の対話をもとに、

市民有志が、まちへの想いを詩にまとめたものです。

この詩に込められた想いを胸に、市民主体のまちづくりを進めます。

ボクの家
うち
 長久手に住んで 12 年

じいちゃん ばあちゃん 愛犬は
生まれも育ちも わがまちだ

そんな わが家の団
だんらん
欒で

大切なこと 考えた

じいちゃんの こんな自慢で始まった
わしらのまちの 長久手は
戦国の世からの 伝統と
清き流れの 香流川
緑豊かな 里山と
リニモが結ぶ 街並みや
万博の知恵と理想が 誇りだな

ところが ばぁちゃん嘆くのは
近頃 この頃 長久手は
隣が誰だか 判らんと
気にしない人 多すぎで
関わり合いが 薄すぎじゃ
やがてくる世の 高齢化
このまま ほかっておけんのじゃ
防犯 防災 だいじょうぶか？

そこで とうさん 高らかに　
このまま行けば 長久手は
子らに伝える 輝きを
失ってしまうまち になる
ひとり一人が 主人公
懐の深い コミュニティ
それぞれの価値を 認め合い
支え合うこと 目指すべし

さらに かあさん訴えて
みんなの居場所を つくるには
わずらわしいこと 多いけど
会話・対話を 繰り返す
回り道でも いいじゃない？
やってみることこそ 大切で
失敗したって いいじゃない！

ねえちゃんとボクが 願うのは
いつまでも続く 青空と
緑と命が 守られる
住んで 遊んで 働きたい
心豊かな ふれあいは　　
まずは あいさつ 「こんにちは！」

でもボクの ともだちは
言っていることは 分かるけど
理想ばかりで マジ出来る？
いやがる人も いるだろう

家族が 近所が 動き出す
いろんな人の いるまちは
聞く耳もつこと 大切で  
あの人 この人 さまざまな
考え まずは認め合う
熱い決意を 胸に秘め

長
ながくてびと
久手人は 起ち上がる

みんなが知り合い 混ざり合い
関わり合って 支えあう
やさしいことでは ないけれど
言ったコトバと 行動に
責任をもって 取り組もう

自分がまちに 出来ること
最初の一歩を 踏み出そう 
今ある暮らしを もっと良く
キラキラ光る 長久手を
今日の市民が つくるため
明日の市民に 渡すため・・・

さかそ
う ながくて じちのはな

詩に出てくる家族の構成
父親（47 歳）、母親（44 歳）、姉（19 歳）、ボク（14 歳）、じいちゃん（72 歳）、
ばぁちゃん（69 歳）の６人家族。長久手市在住。
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1.策定の趣旨

第１～３次
総合計画

土地区画整理事業をはじめとする都市基盤整備によ
り良好な「住宅都市」としての骨格を固める

2018年
「長久手市みんなでつくるまち条例」制定
⇒まちづくりの基本的なルールが定まる

第６次総合計画は、
「市民主体のまち」実現に向けた
第一歩となる計画

第４・５次
総合計画

2005年の愛・地球博開催とリニモ開通を契機に、
多様な交流を生み出す「交流都市」として発展

第６次
総合計画

第７次
総合計画

第８次
総合計画

1974年～

1999年～

2019年～

2050年

「花が咲く」＝「市民主体のまちづくり」
　　　　　　  が文化として定着する

「市
民主
体の
まち
」へ
近づ
けて
いく

「種を蒔く」
＝役割を担ってもらう

「芽が出て、水を蒔く」
＝主体性が芽生え、育つ

～2050年に向け、
市民主体のまちづくり文化を育む種を蒔こう！～

　本市は、1974（昭和 49）年に第１次総合計画を策定してから第５次に至るまで、土地区画整理事業を
はじめとする都市基盤整備により住宅都市としての骨格を固め、2005（平成 17）年に開催された愛・地
球博とリニモの開通を契機に、多様な交流を生み出す交流都市として発展してきました。その結果、1969
（昭和 44）年当時に１万人程度だった人口も、現在は約６万人に達するほどになりました。
　しかし、我が国全体で見ると、2008（平成 20）年が「人口減少元年」と言われ、すでに人口減少時代
を迎えています。今は人口が増加している本市においても、いずれは人口減少が訪れ、高齢化は一層進み、
厳しい財政運営を強いられることが予想されます。そのような時代に対応するには、今のうちから時間を
かけ、行政主導のまちづくりから、市民と行政が協働する市民主体のまちづくりへ転換する必要があります。
　第６次総合計画（以下、「ながくて未来図」という。）は、2050 年には老若男女がまちづくりに関わるこ
とが当たり前になり、市民主体のまちづくりが文化として定着するよう、多くの市民に役割を担ってもらう（＝
種を蒔く）ことに主眼を置き策定しました。

■計画策定過程で目指した３つのこと

■策定の趣旨のイメージ図

多くの市民が
策定に関わること

「まちづくり」を「我が事」
ととらえる市民を
増やすこと

市民同士のつながりが生まれ、
計画実行を担う市民を

育てること
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2.ながくて未来図とは

■ながくて未来図の位置づけ

　ながくて未来図とは、本市が目指す 10 年後の姿やそれを実現するための施策を示した「まちづくりの指
針」となる大切な計画です。計画の位置づけについては、「長久手市みんなでつくるまち条例」に規定され
ており、条例の趣旨に沿って計画を実行します。
　また、本市では、2015（平成 27）年度に、2050 年を見据えた「長久手未来まちづくりビジョン」や人
口減少対策に向けた「長久手市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しており、ながくて未来図は、こ
れらの計画と整合を図りながら、策定しました。
　なお、ながくて未来図の実行にあたっては、各分野の方針や具体的な取組を示した個別計画と連動しな
がら、ながくて未来図で描く将来像の実現に結びつくよう取り組みます。

計画の位置づけ1

第６次総合計画に愛称があるってホント？？コラム

　第６次総合計画を市民のみなさんと一緒につくり、多くの人に興味や親
しみを持ってもらうため、動物園で新しく生まれる動物の赤ちゃんの愛称
を募集するように、総合計画も愛称を決める「総合計画愛称総選挙」を開
催しました。
　多くの人から愛称の応募があり、投票の結果、総合計画の愛称が「なが
くて未来図」に決定しました！

第５次長久手市
総合計画

長久手市みんなで
つくるまち条例

長久手市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

長久手未来
まちづくりビジョン

趣旨に沿って
計画を実行 整 合

３回の
総合計画で
近づけて
いく
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2.ながくて未来図とは

　市民主体のまちづくりの実現に向け、まちづくりの基本原則とし「情報共有・市民参加・協働」
を掲げ、市民、議会および市が、どのような役割を果たし、どのようにまちづくりを進めていくのか、
まちづくりの基本的なことを定めた条例です。
※市民のみなさんが親しみやすいよう、条例案ができた段階で（仮称）長久手市自治基本条例から「長久手
市みんなでつくるまち条例」としました。

長久手市みんなでつくるまち条例とは

　本市においてもいずれ到来する超高齢・人口減少社会に、2050 年という長期を見据え、今のう
ちから時間をかけて対応するために、「人・場・時をつなぎ　夢をはぐくむ長久手」を全体テーマに
まちづくりの方向性をまとめたものです。

長久手未来まちづくりビジョンとは

　「まち・ひと・しごと創生法（2014（平成 26）年法律 136 号）」に基づき、本市の特性に合った、
まち・ひと・しごと創生の実現に向けて、2015（平成 27）年を初年度とする５か年の目標や施策
の基本的方向、具体的な施策を「一人ひとりに役割と居場所があるまちづくり」を戦略の根底に据
えてまとめたものです。

長久手市まち・ひと・しごと創生総合戦略とは

■ながくて未来図と分野別計画の関係

行政における
最上位計画

な
が
く
て
未
来
図

高齢者福祉計画

子ども・子育て支援事業計画

健康づくり計画

都市計画マスタープラン

緑の基本計画

一般廃棄物(ごみ・生活排水)処理基本計画

文化芸術マスタープラン

子ども読書活動推進計画

地域協働計画

男女共同参画基本計画

観光交流基本計画

地域福祉計画

土地利用計画

環境基本計画

教育振興基本計画

※主な計画のみ記載しており、各政策に関連する個別計画は、第４章
基本計画の政策ごとに関連する個別計画を記載しています。

その他、個別計画



第
１
章

9

市民まちづくり計画

アクションプラン

基本計画

基本構想

基本構想実現のために市民が取り組むもの（＝市民アクション）をまとめたもの。

基本計画で示した施策にひも付く「事業」をどのように実施していくかの行程をまと
めたもので、毎年度進捗管理を行う。

目指すまちの姿を示したもの。まち全体の「将来像」と分野ごとの具体的な目指すま
ちの姿「基本目標」、基本目標実現のためにすべきこと「政策」からなる。

基本目標を実現するための「施策」の基本的な方向性を体系的に示したもの。

■ながくて未来図の構成

分野ごとの
目指す姿
「基本目標」

基本目標
実現のために
すべきこと
「政策」

政策実現
のための
具体的な
手段

市
民
ま
ち
づ
く
り
計
画

施策に
ひも付く
「事業」

まち全体の
「将来像」

基本目標

１
基本目標

2
基本目標

3
基本目標

4
基本目標

5
基本目標

6
基本目標

7

将来像

基
本
構
想

基
本
計
画

ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン

17の政策

事業
※基本目標７を除く

「市民アクション」
＝市民が取り組むもの
※基本目標 7を除く

10年

5年

43の「施策」
＝行政が取り組むもの
43の「施策」

＝行政が取り組むもの

　ながくて未来図は、「基本構想」「基本計画」「アクションプラン」の３つの階層で構成されます。また、
市民主体のまちづくりを一層推進するために、市民が、基本構想を実現するために実行する取組を「市民
まちづくり計画」としてまとめています。
　「基本計画」と「市民まちづくり計画」は、基本構想を実現するための両輪として連動していきます。各
基本目標および政策に沿って、基本計画では施策を、市民まちづくり計画では市民アクションを実行してい
くことにより、基本構想の実現を目指します。
　また、ながくて未来図は、網羅的にあらゆる施策を位置づけた計画とするのではなく、未来に視点を置き、
目指すまちの姿を実現するための重点的な施策を位置づけています。なお、掲載のない施策についても必
要に応じて、適切かつ着実に実施していきます。

計画の構成2
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2.ながくて未来図とは

2019
（年度） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

計画の期間3
基本構想

基本計画

アクションプラン
（毎年度進捗管理）

アクションプラン
（毎年度進捗管理）

市民まちづくり計画

中間見直し
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　本市ではこれまで、その時々の社会情勢や地域課題に対応するため、５回にわたり総合計画を策定し、
目指すべき方向性を示しながら計画的な行政運営を行ってきました。

これまでの長久手市における総合計画4
第１次総合計画
1974（昭和49）年策定

第４次総合計画
1999（平成11）年策定

●「みどりと太陽にめぐまれた文教の町」を将
来像とし、名古屋市近郊の住宅地として、３
つの土地区画整理事業を推進することで人口
は２万人を超えました。

●市街地整備にあたっては「自然との調和」を
大切にし、自然環境のある住宅地をつくりあ
げてきました。

●「～ひとに活力 まちに魅力～ふれあいひろが
る創造のまち 長久手」を将来像とし、国際博
覧会を支援するために４つの主要プロジェクト
を新たに掲げ、特に農あるくらしの推進や福
祉施策の充実による人にやさしいまちづくりを
推進しました。

●人口は増加を続け、約５万人となり、教育施
設の充実や地域間交流等、良好な住宅都市か
ら交流都市への転換期として、多様な交流に
関する取組を推進しました。

第５次総合計画
2009（平成21）年策定

●「人が輝き 緑があふれる 交流都市 長久手」
を将来像とし、リニモを活用したまちづくりを
進め、交流都市としてさらなる発展に努めま
した。

● 2012（平成 24）年 1月 4日の市制施行以降、
地域の絆づくりをはじめとした市民が幸せを
感じられるまちづくりを展開し、まちづくり協
議会の設立や地域共生ステーションの整備を
進めました。

第２次総合計画
1983（昭和58）年策定

●第１次から将来像を引き継ぎ、都市基盤整備
を行ってきました。北小学校、南小学校、南
中学校を相次いで開校し、1989（平成元）年
には、人口が３万人を超えました。

●都市基盤整備とともに、地域で支え合い、生
活にゆとりと潤いをもたらすまちづくりに努め
ました。

第３次総合計画
1990（平成２）年策定

●「住んでみたいまち 緑と文化 長久手の創造」
を将来像とし、みどりの条例を制定し、景観
に配慮した良好な都市環境の形成に努めまし
た。また、新たな市街地整備を開始し、人口
もほぼ４万人となりました。

●住民生活の利便性向上や文化・芸術、国際交
流に向けた取組を行いました。
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「ながくて未来図（総合計画）づくりキックオフパーティー」や
「テーマ別検討会議」等、

市民の皆さんが集まり、様々な想いを話し合いながら、
ながくて未来図は策定されました。

づくりの過程の

①
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１.長久手市を取り巻く社会潮流
２.長久手市の特性と課題

長久手市の状況
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1.長久手市を取り巻く社会潮流

　我が国は、今後人口減少と高齢化、少子化が
進むことにより、社会保障費の増加や医療・介
護サービス等の需要の急激な増大が懸念されて
います。
　また、現在の人口増加を前提とした社会システ
ムの見直しが必要となっており、公共施設をはじ
めとする施設は、機能の集約や統廃合によるス
リム化を図ることが課題となっています。

　2015（平成 27）年９月に開催された国連サミッ
トで、2030 年までの長期的な開発の指針として、
17の国際目標・169 のターゲットから構成され
る「持続可能な開発目標（SDGs）」が定められ
ました。我が国においても、８つの優先課題と
具体的施策が定められ、各地方自治体の積極的
な推進が求められています。

　今後、我が国では高齢化がさらに進み、「人
生 100 年時代」を迎えることが予測されており、
そのような長寿社会において、いつでも学び直し・
働き直しができる社会が目指されています。
　また、個人の価値観やライフスタイルが多様
化する中で、人々は心の豊かさや生活の質の向
上を求める傾向が強まっています。生涯にわたっ
て、一人ひとりが価値観やライフスタイルに応じ
た働き方やくらし方を選択することができ、個性
と能力を十分に発揮できる環境が必要になって
きています。

超高齢・人口減少社会の
到来

持続可能な開発目標
（SDGs）の推進

人生100年時代の到来

1 4

　今後、南海トラフ巨大地震が高い確率で発生
することが予測される中で、大規模災害に対応
する必要があります。
　2011（平成 23）年の東日本大震災、2016（平
成 28）年の熊本地震、また、近年の大規模な
風水害等では、行政機能が維持できず、地域コ
ミュニティによる助け合いや正確な情報周知が
重要になりました。地域の見守りや支え合いの
輪によって、防災や防犯に対応する必要性が、
再認識されるようになってきています。

安心・安全の確保5
　2016（平成 28）年７月に「我が事・丸ごと」
地域共生社会実現本部が、厚生労働省に設置さ
れました。制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」
「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域
の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つな
がることで、住民一人ひとりのくらしと生きがい、
地域をともに創っていく地域共生社会の実現が
目指されています。

地域共生社会の実現2

　高齢化の進行や団塊の世代の大量退職、生産
年齢人口（15 ～ 64 歳）の減少により労働力人
口が減少しつつある中、年齢や性別に関わらず、
誰もが安心して働ける雇用・労働環境の確保が
求められるようになっています。
　また、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バラ
ンスの推進、働き方改革等、労働環境の整備に
向けた法整備や取組等が徐々に進んでいます。

雇用・労働環境の確保6
3
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　化石燃料の大量消費や世界的な人口増加等に
より、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量が
増加しています。地球温暖化問題は、生態系や
食料、健康等、世界中のあらゆる場所に影響を
及ぼす問題であり、我が国においても、気候変
動や季節感の喪失等が年々起こりつつあります。
　また、地球規模での生物多様性の危機が懸念
されており、生物多様性保全の場として、里地
里山の保全活用等が求められています。

　東京オリンピック・パラリンピック（2020 年）
の開催、リニア中央新幹線の東京・名古屋間の
開業（2027 年予定）等、観光交流に対する期
待が高まっています。国や都道府県では、イン
バウンドの増加に注力しており、国際的な観光
客の受け入れ拡充は、産業や商業等の面におけ
る大きな政策課題となっています。
　また、愛知県においては、愛知万博の理念を
次世代へ継承し、未来につなげていくため、愛・
地球博記念公園に、ジブリの作品群を保存し、
多くの人が見て、楽しめる「ジブリパーク」の開
業（2022 年度）を目指しています。

地球環境問題

観光交流の拡大

7

8

　ICT（情報通信技術）の飛躍的な発達と情報
通信機器の普及・多様化が進む中、SNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）の利用拡大、
AI（人工知能）やビッグデータ等の活用により、
人々の日常生活や企業活動、行政サービス、社
会経済システム等が大きく変化しています。
　我が国においても、ICT を活用した電子行政
サービスの提供や業務の効率化・省力化が進め
られており、住民の利便性向上や行政事務の効
率化が進められつつあります。

情報化・デジタル化の
進展9

　2000（平成 12）年の地方分権一括法の施行
以降、地域での自立的な取組が進められており、
ふるさと納税やクラウドファンディング等、資金
調達の仕組みが各地で多様化しています。
　人口減少、高齢化、安心・安全への対応、子
育て支援、コミュニティ強化等、地域を取り巻
く課題は多様であり、それらの地域の課題解決
に向けて、地域、市民、大学、ＮＰＯ法人、企
業等様々な主体が、地域への関わりを強めてい
ます。

地域における
自立経営10
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2.長久手市の特性と課題

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023 2025 2028 2030 2035 2040 2045

100.0

75.0

50.0

25.0

0.0
（％）

15.5

17.7

66.8

18.3

64.5

0～14歳（年少人口） 15～64歳人口（生産年齢人口） 65歳以上人口（老年人口）

15.4

28.0

17.2

19.7

63.7

16.6

56.660.6

23.7

15.6 15.5

33.6

50.9

2050（年）

5.9

24.7

69.4

6.3

22.8

70.8 

7.2

17.1

75.6

11.0

16.2

72.8

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023 2025 2028 2030 2035 2040 2045 2050

80,000

60,000

40,000

20,000

0

実績 推計

（人） （年）

0～14歳（年少人口） 15～64歳人口（生産年齢人口） 65歳以上人口（老年人口）

10,957

41,036

11,618

63,611

10,707

40,962

12,664

64,333

10,107

65,482

15,545

39,695

10,242

37,029

18,326

65,462

10,099

33,050

21,834

64,983

10,179

38,480

8,938

57,598

10,067
852
14,495

3,576

18,064

1,617
25,507

5,826

29,114

2,790
38,490

6,586

33,870

5,106
46,493

7,517

●総人口は 2035 年まで増加し、その後は減少に転じると予測されます。（図１)

●年少人口は、2025 年の 10,957人をピークに、年々減少すると予測されます。（図１)

●生産年齢人口は、2025 年の 41,036 人をピークに年々減少し続け、2040 年には、全体に占める割合
が 60％を下回ると予測されます。（図１,２)

● 2035 年頃には、本市でも超高齢社会となり、団塊ジュニア（40 歳代）の世代が高齢者になり始める
2040 年頃から高齢化が一層進みます。（図１,２)

●老年人口は、年々増加し続け、2040 年には 18,326 人と、2015（平成 27）年から２倍以上の増加が
予測されます。（図１)

人口1
（1）人口の推移・推計

※年齢不詳分を各年齢層に按分。なお、各年齢階級別の値を小数点以下で四捨五入しているため、合計値と必ずしも
一致しない。

資料：国勢調査および長久手市将来人口推計報告書

（図1）3区分別人口

資料：国勢調査および長久手市将来人口推計報告書

（図2）3区分別人口割合
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55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
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2010 2015 2020 2023 2025 2028 2030 2035 2040 2045

30,000

15,000

20,000

25,000

5,000
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0
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12.0

16.0

20.0

4.0

8.0

0.0
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前期高齢者割合 後期高齢者割合前期高齢者数 後期高齢者数
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5,936

5,064
6,5555,256

3,683

8.3

9.5

8.0

10.3

5,569
7,095

8.7

11.0

9,330
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14.3

13.7
9.1

6.4
8,885

12,949

13.7
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2050（年）

　2023 年頃には、前期高齢者と後期高齢者の割合が逆転し始め、2050 年には、後期高齢者の割合が
総人口の約２割となります。（図３）

（2）高齢者数および割合の推移・推計

※前期高齢者は 65 歳以上から 74 歳までの人、後期高齢者は 75 歳以上の人をいう。
資料：国勢調査および長久手市将来人口推計報告書

（図3）高齢者数・割合

● 2015（平成 27）年には、15 ～24 歳と 30 ～ 49 歳の世代が多くなっています。（図４）

● 2028 年には、男女ともに老年人口の割合が増加する一方、男性の生産年齢人口、特に 25 歳～ 34 歳
の人口が減少すると予測されます。（図４）

（3）人口ピラミッドの推計

資料：国勢調査および長久手市将来人口推計報告書

（図4）人口ピラミッド

2015（平成27）年 2028年度（基本構想目標年次）

14.3% 18.4% 20.8%16.7%
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63.4% 63.9%

66.2%

18.2% 18.2%
15.3%
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年
人
口

老
年
人
口

生
産
年
齢
人
口

生
産
年
齢
人
口

年
少
人
口

年
少
人
口
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2.長久手市の特性と課題
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　自然増（出生者数＞死亡者数）と社会増（転入者数＞転出者数）の傾向が続いています。（図５）

（4）人口移動の推移

資料：住民基本台帳

資料：国勢調査

（図5）人口移動

●男女ともに 20 歳前後の転入と25 歳前後の転出が多くなっています。（図６,７）

●近年では、特に男性については、市内および周辺大学の学生の卒業に伴う転出や仕事の都合等の理由
から、25 歳前後の転出が 20 歳前後の転入を大きく上回っています。（図６）

●土地区画整理事業や民間開発事業による宅地供給の影響等から、男女ともに、30 ～ 40 歳代では転入
超過となっています。（図６,７）

（5）性別・年齢別の純移動数の時系列変化

（図6）年齢５階級別の純移動数（男性）



第
２
章

19

５
〜
９
↓
10
〜
14

10
〜
14
↓
15
〜
19

15
〜
19
↓
20
〜
24

０
〜
４
↓
５
〜
９

20
〜
24
↓
25
〜
29

25
〜
29
↓
30
〜
34

30
〜
34
↓
35
〜
39

35
〜
39
↓
40
〜
44

40
〜
44
↓
45
〜
49

45
〜
49
↓
50
〜
54

50
〜
54
↓
55
〜
59

55
〜
59
↓
60
〜
64

60
〜
64
↓
65
〜
69

65
〜
69
↓
70
〜
74

70
〜
74
↓
75
〜
79

75
〜
79
↓
80
〜
84

80
〜
84
↓
85
〜
89

85
〜
89
↓
90
〜

800

0

400

-400

-800
（人）

（歳）

2000年→2005年 2005年→2010年 2010年→2015年

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

70,000

0
（人）

流出人口 流入人口 夜間人口（常住人口） 昼間人口

57,598

20,969

24,200

60,829

14,495

14,375

（年）

25,503

9,462

25,444

9,521

38,487

15,655

37,236

16,906

46,368

23,969

53,286

17,051

資料：国勢調査

資料：国勢調査

●流出・流入人口の推移については、流入人口が上回っています。（図８）

●昼夜間人口については、2005（平成 17）年の愛・地球博の開催時に昼間人口が夜間人口を大きく上回
りました。その後も昼間人口が夜間人口を上回り、その差は徐々に大きくなっています。（図８）

（6）流出入人口と昼夜間人口の推移

（図8）流出入人口と昼夜間人口

（図7）年齢5階級別の純移動数（女性）
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2.長久手市の特性と課題

●通勤による流出では名古屋市、豊田市が多くなっており、流入では名古屋市、瀬戸市が多くなっています。
（図９,10）

●通学による流出では名古屋市、日進市が多くなっており、流入では名古屋市、尾張旭市、瀬戸市が多くなっ
ています。（図９,10）

●通学者による流入人口については、その他の市町村や県外から多くの流入があることも特徴です。
（図 10）

（7）通勤・通学による人口の流出入の状況

資料：国勢調査（H27）
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（図９）市町別の通勤者および
15歳以上の通学者による流出人口

（図10）市町別の通勤者および
15歳以上の通学者による流入人口
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2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

14,000

10,500

7,000

3,500

0
（百万円）

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
（％）（年）

税収 社会保障費 税収に占める社会保障費の割合

10,425

4,421

42.4

12,101

5,894

48.7

11,985

6,069

50.6

10,195

6,846

67.1

9,670

7,201

74.5

●市の税収額は 2025 年にピークを迎え、その後減少し、2045 年には 2016（平成 28）年の水準を下回り、
2050 年には 100 億円を下回ると予測されます。（図 11）

●社会保障費は、年々増加し続けると予測され、2050 年には 2016（平成 28）年の約 1.6 倍になると予
測されます。（図 11）

●税収に占める社会保障費の割合は、2030 年に 50％を超え、2050 年には、約 75％に達し、社会保障
費以外に使える予算が年々減少していくことが予測されます。（図 11）

財政状況2
（1）税収額および社会保障費の推計

資料：2016（平成 28）年・2020 年は中期財政計画、2025 年以降は中期財政計画を基に推計

（図11）税収および社会保障費の推計

※社会保障費は、児童手当・医療費等の扶助費、国民健康保険繰出金、介護保険繰出金、後期高齢者医療繰出金を表す。



22

2.長久手市の特性と課題

● 2022 年から約 10 年間は、学校教育施設の更新が集中するとともに、1970 年代後半から1980 年代
前半に設置された子育て支援施設の更新が訪れ、それ以降は、長久手浄化センター、中央図書館、文
化の家や福祉の家等の大規模な施設の更新が訪れるたびにピークを迎えます。（図 12）

● 2050 年までの更新必要総額は約 350.3 億円となり、年平均では約 10.3 億円の更新費用がかかるもの
と予測されます。

（2）公共建物の将来更新必要額の推計
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（年）

学校教育施設 保健・福祉施設 産業施設 市民文化施設 スポーツ・レクリエーション施設 行政施設

社会教育施設 子育て支援施設 その他 公園施設 下水道施設

5,085百万円

2,893百万円
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2,721百万円
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（図12）公共建物の将来更新必要額

資料：長久手市公共施設等総合管理計画（2017（平成 29）年策定、2018（平成 30 年）年改訂）
※将来の建物資産更新必要額は、法定耐用年数が経過した建物を、取得時と同額（※中古資産は再調達価額）で建
て替えた場合として推計しています。

※複合施設は、施設の主たる用途の分類で一括計上。
※複数回の建て替えは考慮していない。
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0 100.080.060.040.020.0

今回

n=2,366

前回
（H24）

（％）

住みよい まあ住みよい どちらでもない

やや住みにくい 住みにくい 無回答

47.3 42.1 4.5 3.3

1.0

1.9

51.7 37.9 6.3

1.0

0.7

2.3

0 100.080.060.040.020.0

今回

n=2,366

前回
（H24）

（％）

住み続けたい 転出したい わからない 無回答

81.7 5.2 12.0 1.0

76.3 7.0 15.5 1.3

（図13）長久手市の住み心地

　これまでの市政全般の成果を検証するとともに、市民のこれからのまちづくりに対する意向を把握し、
今後の市政運営等に反映させるため、2016（平成 28）年 10月から11月にかけて、住民基本台帳から無
作為抽出された市内在住の満 18 歳以上の人 5,000 人を対象に、アンケート調査を実施しました。

市民の意向3
（1）長久手市市民意識調査

（図14）長久手市の定住意向

●本市の住み心地をみると、「住みよい」と「まあ住みよい」を合わせると約９割となっており、前回調査
とほぼ同様の結果となっています。（図 13）

●本市への今後の定住意向をみると、「住み続けたい」と思う人は約８割で、前回調査より増加しています。
（図 14）

ア 本市でのくらしについて

調査の概要
配布数 回収数 回収率

5,000 人 2,366 人 47.3%
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2.長久手市の特性と課題

（図15）基本施策の重要度・推進度

施策の推進度
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満足→←不満

施
策
の
重
要
度

↑
重
要

重
要
で
な
い
↓

地域の防犯力が高まっている 災害に強いまちである
安心して子育てできるまちである

道路や上下水道などの
基盤が整っている

憩いの場としての
公園が整備されている

魅力ある商業施設の
立地が進んでいる

 2点 進んでいる
 0点 どちらともいえない
 -2点 進んでいない

文化・芸術に親しむ機
会や場が充実している

消防・救急サービスが充実している

医療機関や保健サービスが
充実している

交通安全の意識が高まっている
公共交通機関による移動が便利である

小中学校の教育内容や教育環境が充実している

緑地や河川など
身近な自然環境がある

ごみの減量化・資源化が
進んでいる

高齢者が安心して暮らせるまちである

健康づくりがしやすいまちである

低炭素で、環境美化意識の高いまちである

市民と行政が協働するまちづくりが進んでいる

自主的な生涯学習活動が充実している

男女が尊重し合い、協力し合う社会が進んでいる
地域で住民同士の交流が活発に行われている

国際理解・国際協力・
国際交流が充実している 農業の振興が行われている

大学をまちづくりに生かしている

観光イベントや交流が充実している

スポーツ施設や活動が充実している

良好な都市景観がつくられている地域での支え合いが
行われている

障がい者にとって
暮らしやすいまちである

行政情報の発信が充実し
意見や要望が伝えやすい

 2点 重要である
 0点 どちらともいえない
 -2点 重要でない

●本市の施策の推進度をみると、ほぼ９割の施策が０点以上でプラス評価されています。（図 15）

●施策の重要度が高いが、推進度が低い項目は、“ 地域の防犯力が高まっている”、“ 災害に強いまちで
ある”、“ 交通安全の意識が高まっている”、“公共交通機関による移動が便利である”、“ 障がい者にとっ
て暮らしやすいまちである”、“小中学校の教育内容や教育環境が充実している”、“ 高齢者が安心して
暮らせるまちである”の７項目です。（図 15）

●市民主体のまちづくりを進めるにあたっては、“ 地域での支え合いが行われている”、“ 市民と行政が協
働するまちづくりが進んでいる”、“ 地域で住民同士の交流が活発に行われている”といった項目が重要
になりますが、いずれも施策の重要度も推進度も平均値よりも低くなっています。（図 15）

イ 基本施策ごとの重要度・満足度
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　延べ 3,474 人の人から、ワークショップや団体ヒアリング等の様々な機会を通じて、アンケート調査等
では拾いきれない声をうかがいました。

（2）ワークショップや団体ヒアリング等の結果

　本市の現状の特性（魅力）と課題について意見を聞くため、ワークショップを開催し、グループで話し合
いました。

ア 市民ワークショップ

■主な意見

●まちづくりに熱心な人が多い。

●素敵なボランティア活動が多い。

●市民活動がしやすい環境が整っている。

●子どもが多く、公園等の遊び場に活気がある。

●新しい保育園ができている。

●児童の通学を見守る人が多い。

●自然と共存し、大切にしている人が多い。

●田んぼがあることで、季節を感じることができる。

●香流川があり、春は桜がきれいである。

●まちなみがきれいである。

●コミュニティ・ソーシャル・ワーカーがいる。

●まちの防犯パトロールをしている人がいる。

●病院や医者が多い。

●イベントや文化活動が盛んである。

●福祉の家や温浴施設等の資源がある。

●小牧・長久手の戦いの史跡等、歴史を感じられ、昔

ながらのお祭りも残っている。

●いまだに新築住宅が増えており、大型マンションも

多い。

●閑静な住宅地である。

●街並みがきれいである。

●転出入が多く、誰が引っ越してきたかわからない。

●地域に興味がなく、わずらわしく感じる人が多い。

●自治会やＰＴＡ、子ども会等で、地域活動の担い手不

足がみられる。

●長久手市で学ぶ高校生や大学生を地域コミュニティに

巻き込めていない。

●学校の時間外の子どもの遊び場や居場所が少ない。

●不登校の子ども等様々な事情を抱えた子どもの居場所

が少ない。

●子育てで悩みを抱えた夫婦の居場所や気軽に相談で

きる場が少ない。

●子どもに関わる活動に参加できない保護者は、地域と

のつながりをつくることができない。

●農業の後継者が不足している。

●田んぼ・林等の自然が減少してきている。

●長久手市の貴重な自然を子どもたちが体験できる場が

少なくなっている。

●独居高齢者や後期高齢者が増加し、くらしをどう守る

のか不安である。

●運動する機会が少なく、健康寿命を延伸するためにど

うすればいいかわからない。

●空き巣等の犯罪が多い。

●災害時の対応を不安に思う。

●若者に歴史や伝統が受け継がれていない。

●室内で遊べる施設が少ない。

●車がないと生活が不便である。

●リニモやN- バスがあまり使われていない。

●地区によっては、交通が不便であったり、まちなかの

道路がせまかったりする。

特性 課題
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2.長久手市の特性と課題

特性 課題

　市内で活動している市民団体にヒアリングを行い、活動を通じて感じる本市の現状（特性（魅力）・課題）
について、意見をいただきました。

イ 団体ヒアリング

■主な意見

●あいさつ運動はとても大切である。

●地域スマイルポイントが活動のきっかけになっている。

●子どもをきっかけに若い世代が地域に参加している。

●閑静なまちで、子どもの教育に適している。

●名古屋市に隣接しているのに自然が豊かである。

●里山が残っている。

●湿地があり、市の財産となっている。

●福祉団体の活動に対して、市民の理解が一定程度み

られる。

●介助犬の認知度が高くなっている。

●文化の家を中心に催しが充実している。

●ヒト・モノの資源が豊富である。

●転入者が多いため、郷土愛が十分に形成されてい

ない。

●地域活動をしている人と、していない人の差が大きい。

●どの行事にも同じ人が参加している。

●子育て世帯は忙しく、地域への参加が難しいといった

人がみられる。

●定年退職者で関わりがなく、引きこもっている人が

多い。

●人口増加に子育て支援が追い付いていない。

●子どもが大きくなると、市外に出てしまう。

●市内に自然があることが当たり前になっており価値が

感じられにくくなっている。

●湿地・里山の保全や里山文化の担い手が不足している。

●一定の遊休農地が存在する。

●介護者の高齢化等、高齢化が進む中でくらしをどう守

るのか不安である。

●地域の中で顔見知りとなって助け合う関係がまだ出来

ていない。

●必要な人に必要な情報が届いていない。

●市の情報発信力が弱い。

●市内が経済的に活性化する仕組みが不十分である。

●市内の交通量が増加している。

●これ以上の開発は望まない。
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　市民ワークショップや団体ヒアリング等でうかがった意見のほか、本市を取り巻く社会潮流、人口推計
等の各種データ、市民意識調査の結果等も踏まえ、いくつかのキーワードを抽出しました。
　抽出したキーワードをさらに６分野に整理し、６つの分野の根底となる「市政運営」の分野を加え、７
つの分野にまとめました。

○本市を取り巻く社会潮流
○人口推計等の各種データ、市民意識調査の結果等

市民ワークショップ 団体ヒアリング

1 「人づくり」 4 「生活」

5 「交流」

6 「都市経営」

7 「市政運営」2 「子ども」

3 「自然環境」

キーワードを抽出

上記キーワードを６つの分野＋「市政運営」に整理

妊娠・
出産支援

育児
支援

緑・
里山

文化・
芸術

公共
交通

都市基盤
施設

景観

道路

観光
交流

情報
発信

スポーツ

歴史

高齢者
福祉

防災

健康

交通安全
・防犯

地域
医療

地域
福祉

障がい者
福祉

低炭素
社会

水辺
環境

農業

学校
教育

生涯
活躍

起業
支援

若者
活躍

女性
活躍

地域
コミュニ
ティ

協働
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2.長久手市の特性と課題

　前ページの７つの分野ごとに、本市の特性（魅力）・課題をまとめました。

特性と課題のまとめ4
●まちづくりに熱心な市民が、徐々に増えている。
●市内に４つの大学、周辺を含めると10 の大学があり、学生が多く住んでいる。
●自治会や子ども会等の地域活動の担い手が不足している。
●自治会加入率が低く、地域での市民同士のつながりの重要性があまり認識されていない。
●転入者が多く、地域の中で顔見知りになるまで時間がかかる。
●今後高齢化が一層進むため、高齢者が健康であり続けるための活躍できる場づくりが課題で
ある。

●高校生や大学生等の若者をまちづくりに巻き込めていない。
● 20 歳前後の転入が多いものの、25 歳前後の若者が、仕事の都合等により、転入以上に転出
している。

●市民アンケートでは、男女共同参画に関する施策が進捗していないとの結果であった。

1 「人づくり」

特 性

課 題

●子育て世代を中心に当面の間は、人口増加することが予測されている。
●出生者数が増加傾向にあり、人口の自然増が続いている。
●不登校の子ども等、様々な事情を抱える子どもの居場所を拡充する必要がある。
●就労形態や生活スタイルの多様化の中で、安心して出産・子育てできる環境整備が課題となっ
ている。

●市民アンケートでは、小中学校の教育内容や教育環境に関する施策が、あまり進捗していない
との結果であった。

●子育ての悩みを気軽に相談できる場が少ない。
●保育園（０～２歳児）や放課後児童クラブの待機児童が発生している。

2 「子ども」

特 性

課 題

●都市基盤施設が整備された西部の市街地と、東部の豊かな自然が共存している。
●市東部を中心に農地や里山が残っている。
●市の東西を流れる香流川は、貴重な水辺空間として、市民に親しまれている。
●東部の丘陵地において、土砂採取が行われている箇所が散見され、緑の保全が課題となって
いる。

●西部の市街地において、潤いと安らぎを与えるため、緑を創出する必要がある。
●農地や里山などの自然が年々減少している。
●農業後継者が不足しており、一定の遊休農地が存在する。
●イノシシやハクビシン等によって、農作物が荒らされる獣害が増加している。
●人口増加に伴い、市内の二酸化炭素排出量が増加傾向にある。

3 「自然環境」

特 性

課 題
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●地域共生社会の実現に向けた取組が進められている。
●全国初の介助犬総合訓練センター「シンシアの丘」がある。
●健康づくりに関わる施設が備わった愛知医科大学医療センターがある。
●地域での支え合いの重要性が認識されていない。
●市民アンケートでは、防災、防犯、交通安全、障がいのある人や高齢者のくらしに関する施策が、
あまり進捗していないとの結果であった。

●いずれ発生すると予測されている大規模災害に備える必要がある。
●高齢化による社会保障費の増大を抑制するために、健康寿命の延伸が課題となっている。

4 「生活」

特 性

課 題

●長久手古戦場や色金山などの多くの史跡が現在も残されている。
●文化の家があり、文化交流活動が盛んである。
● 2022 年度にジブリパークの開業が予定されている。
●あぐりん村やござらっせ、モリコロパーク、トヨタ博物館等の多くの観光客が訪れる施設が
ある。

●若者に、市の歴史や伝統が受け継がれていない。
●市内にある集客力のある観光施設等を活用し、市内外の交流を促進し、賑わいを創出する必
要がある。

●市の魅力を上手く情報発信できていない。

5 「交流」

特 性

課 題

●市の東西の中心部をリニモが走っている。
●土地区画整理事業により、低層住宅を主体とする良好な住宅地が形成されている。
●民間開発等により、住宅地供給が続いている。
●市民アンケートでは、公共交通の利便性に関する施策が、あまり進捗していないとの結果で
あった。

●市内の交通量の増加が課題となっている。
●旧市街地で道路がせまい場所がある。

6 「都市経営」

特 性

課 題

●地域を取り巻く課題の多様化に対応するため、市民主体のまちづくりを支える市政運営が動き
出している。

●生産年齢人口の減少に伴い、税収が 2025 年をピークに減少することが予測されている中で、
安定した財源の確保が課題となっている。

●市内公共施設の更新にかかる費用が、年平均で約 10.3 億円もかかると予測されている。
●効率的な市政運営のため、民間活力の導入が求められている。
●市民アンケートでは、行政情報の発信に関する施策が進んでいないとの結果であった。

7 「市政運営」

特 性

課 題
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②

づくりの過程の
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1.将来像
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　本市は、名古屋市近郊の恵まれた立地を生かした良好な住環境の整備と同
時に、「自然との調和」をまちづくりの方針と掲げ発展してきました。

　今を生きる私たちは、この大事に育まれてきたまちを受け継ぎ、また次の
世代へつないでいかなければなりません。しかし、約 50 年で急激に発展し、
人口も７倍以上になり、人の入れ替わりも多い本市は、ともすると、地域のつ
ながりが希薄で、愛着も薄いまちになりかねません。また、今後予想される
大規模災害や、本市にも訪れる超高齢社会による認知症等の要介護者や孤立
死の増加、社会保障費の増加、人口減少社会の到来による税収の減少等の
課題への対応が求められます。

　こうした状況には、行政だけでは太刀打ちできず、市民一人ひとりが地域に
役割と居場所を持ち、関わり合い、お互いに助け合い支え合える「地域で共
生するまち」にしていくことが重要となります。そうすることで、課題を解決
できるだけでなく、地域につながりが生まれ、幸せを実感できるまちに近づ
いていきます。
　また、幸せのカタチは人それぞれですが、先人たちが残してくれた豊かな田
園や里山の風景を守り、さらに緑を増やし、まち全体を緑あふれる潤いのあ
る「自然と共生するまち」にし、次世代につないでいくことは、幸せが実感で
きるまちの要素の一つとなります。

　「地域共生」、「自然との共生」等、「共生」は、一人の力では決して成り立たず、
多世代が関わり混ざり合うことで成り立ちます。多くの人が関わると、意見が
合わずもめたり、時間がかかったりして、うまくいかないこともあります。し
かし、そうした過程が、市民の力、地域の力を育み、そこに「物語」が生ま
れます。

　人と人、人と地域、人と自然、様々なものがつながり、「共生」することで、
幸せが実感できるまちにし、いくつもの幸せな「物語」が、地域のいろいろ
なところで生まれることを目指し、将来像を掲げます。

将来像に込めた想い

ちにちに近づ近づ近づ

た豊た豊た豊た豊た豊た豊豊豊豊豊かなかなかなかなかなかなかなかなかなか 田田田田田田田
潤い潤い潤い潤いいい潤いい潤い潤いのあのあのあのあのあのあのののののあのあ
ががががががががが実感実感実感実感実感感実感感実感実感実感実感感ででででででででででで

することで、で、で、、
域のいろいいろろろ

将将将将将将将将将将来来来来来来来来像
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　将来像を実現するため、７つの分野ごとの「2028 年の本市が目指すまちの姿」を、「基本目標」として
定めました。また、その姿がイメージできるようにするため、分野ごとに１つの事例を「ながくて未来の物語」
としてまとめました。
　さらに、基本目標を実現するための「取組の方向性」をまとめました。

基本目標1 P35

「やってみたい」で
つながるまち

分野
人づくり

P39基本目標2

子どもが
元気に育つまち

分野
子ども

P43基本目標3

みんなで未来へつなぐ
緑はまちの宝物

分野
自然環境

P47基本目標4

誰もがいきいきと
安心して暮らせるまち

分野
生活

分野
交流

P51基本目標5

いつでも どこでも 誰とでも
広がる交流の輪

分野
都市経営

基本目標6

あえて
歩いてみたくなるまち

P55

分野
市政運営

基本目標7

市民から信頼される
市政の運営

P59

2.基本目標
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　「自分たちの住むまちを、自分たちで良くしていこう」という意識を持っ
た地域の担い手づくりや、地域での活動の場の整備や活用、さらに
多くの市民が市民活動や地域活動に参加しやすい環境を整備すること
で、地域の人たちがつながり、地域を支える人が育つまちを目指します。

　また、高齢者の役割と居場所の拡充や、想いを持った若者が活躍で
きる仕組みづくり、誰もが活躍できる地域づくりを進め、市民一人ひと
りの興味に応じた「やってみたい」ことを応援することにより、さらに
人と人がつながるまちを目指します。

基本目標1

「やってみたい」で
つながる
まち

分野：人づくり

1
基本
目標

「やってみたい」でつながるまち



こ
の
分
野
で
の
２
０
２
８
年
の
理
想
の
姿
を
描
い
た
物
語

2028年。長久手に生まれ、長久手に育ち約21年が経った。

長久手も随分発展したけど、私も長久手に随分「育ててもらった」と感じている。

小さいときから自分が住む「まち」に触れる機会は多かった。

学校でも「まち」について学ぶことがあったし、

「地域コミュニティ」という言葉は当時知らなかったけど、

「自分たちの住むまちを、自分たちで良くしていこう」という意識を、

なんとなく周りの大人たちから感じていた。

その影響もあってか、長久手には愛着があり、

卒業後の「生き方」についても、ふるさと長久手のことを意識せざるを得ない。

私たちが生きる時代は、「人生100年時代」と言われているが、

ここ長久手では、“働き直し・学び直し”ができる環境があり、

いつでも、誰でも「やってみたい」がかなう仕組みが整っている。

私の大学の先輩は、一度就職で長久手を出てから、

また長久手で働き直している。

卒業後も愛着ある長久手に暮らし、「やってみたい」ことにチャレンジしよう。

長久手でそのようなことが起こる理由の一つは、

“働き直し・学び直し”の拠点があるからだ。

集会所や地域共生ステーション、以前は空き家だった交流スペース、

大学等の市内の学び舎等が拠点となり、

ここに、高齢者や障がいのある人、子ども、大学生、

会社員、子育て中の夫婦、起業家、外国の人等、

多様な人たちが集まる場になっている。

そこで、お互いの知っていることや得意なことを引き出し合いながら、

時には教え、時には教えられる「学びの循環」が起きており、

人が育ち、つながりも生まれ、コミュニティも育っている。

36

1
基本
目標

「やってみたい」でつながるまち

2.基本目標
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策1

地域共生を支える
人づくり

概ね小学校区単位のまちづくり組織の設置・
運営の支援や、地域活動・市民活動を行う人
材の育成、ご近所での見守り活動等に取り
組みやすい環境づくりを行うことで、地域の
担い手を増やしていきます。

地域の活動拠点となる地域共生ステーション
の整備や、歩いて行ける身近な場所で交流
できる場の設置に向けた検討をすることで、
地域における活動の場を整備します。

市民参加をさらに促す仕組みづくりや、活動
団体や市民同士のつながりを広げることで、
市民活動や地域活動に参加しやすい環境づく
りに取り組みます。

1

2

3

政策2

「やってみたい」が
実現できる仕組みづくり

様々な経験や知識を持つ高齢者がまちづく
りに参画するための仕組みづくりや、高齢者
の能力に応じた就労の機会を確保すること
で、高齢者の役割と居場所づくりに取り組
みます。

市内４大学および周辺大学と連携した取組の
実施や活動拠点の整備、若者（子どもや学生）
が様々なことにチャレンジできる仕組みづく
りに取り組むことにより、想いを持った若者
が活躍できる仕組みづくりに取り組みます。

生涯学習の推進、起業支援、男女共同参画の
推進、多文化共生の推進等を行うことで、誰
もが活躍できる仕組みづくりに取り組みます。

1

2

3

1
基本
目標

「やってみたい」でつながるまち

2.基本目標
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　安心して妊娠から出産・子育てができる環境の整備や支援体制の
構築、子育てを通じたネットワークづくりを推進することにより、子
育て世帯が孤立せず子育てができるまちを目指します。

　また、保育環境や教育環境を整備することで、子どもたちが安心
して学び、健やかに成長することができるまちを目指します。

基本目標2

子どもが
元気に育つ
まち

分野：子ども

2
基本
目標

子どもが元気に育つまち



こ
の
分
野
で
の
２
０
２
８
年
の
理
想
の
姿
を
描
い
た
物
語

2028年。２歳と４歳と７歳。

３人の子どもたちと毎日楽しく暮らせている。

運動が得意な子、苦手な子、お話しするのが好きな子、苦手な子、

本を読むのが好きな子、苦手な子、障がいがある子、ない子、

それぞれが子どもたちの大切な「個性」として受け入れられ、

長久手の子どもたちは、よく遊び、よく泣き、よく悩み、よく笑い、

感性豊かに育つと友だちから聞き、結婚を機に、長久手に引っ越してきたけど、

その噂は本当だったみたい。

転出入の多いまちのせいか入ってくる人に対して

地域の人が気に掛けてくれるし、

地域の行事に参加しているうちに、関係性が築けてきて、

子育てを通じて自由な交流やつながりが生まれた。

最初は、自分の子どもを人に預けることに抵抗があった私も、

いざというときに、お互いに頼れるネットワークができた。

地域の人と関わることに消極的だった私たち夫婦も、

気付けばパパ友・ママ友ができ、情報交換や一緒に地域活動もしている。

今日も外から子どもたちの元気な声が聞こえてくる。

そんなまちってやっぱり素敵。

働きながらの子育ては不安だったけど、

家族の理解や支え合い、産み育てる環境が整っていたり、

困ったときにふらっと気軽に相談しにいける場があったり人がいたりするおかげで、

何かあったときの心のよりどころになっているなぁ。

親も地域の人もみんなが子どもたちを温かく見守り受け入れてくれていて

「まち全体で子育てをしている」ような、そんな雰囲気に加え、

保育園や小中学校等子どもが健やかに育つ環境も整っているから、

のびのびとありのままで自由に生きられている。

そして、そんなまちで暮らす大人たちも、のびのびいきいきと暮らしていると感じる。

40

2
基本
目標

子どもが元気に育つまち

2.基本目標
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策2

子どもを通じて
育て合い育ち合う
まちづくり

保育園・児童館・学校が、それぞれ地域と一
体となって子どもの成長を支える取組や、地
域での子育ての悩み相談や情報交換、仲間
づくりを行うことができる機会の提供により、
子育てを通じた地域ネットワークづくりに取
り組みます。

子育て世代とその親世代との同居や近居を
希望する人を支援することで、市内での定住
人口の増加を図るとともに、子育てしやすい
環境づくりに取り組みます。

1

2

政策3

子どもの
健やかな成長を支える

環境の整備

自ら考え、学ぶ教育の充実や、文化芸術活動、
自然の中での学び、読書活動の推進、食育
の充実により、子どもが主体的に学ぶ機会を
創出します。

待機児童解消に向けた保育園の改修に伴う
定員増加や、民間活力を生かした新たな保
育施設（保育所、地域型保育事業）の整備、
放課後の子どもたちの居場所づくり、学校施
設の整備を行うことで、安心して子どもが過
ごすことができる場を整備します。

1

2

政策1

妊娠から
出産・子育てまでの
切れ目のない支援

保健・保育・福祉・教育等の各機関が連携し、
切れ目のない支援を行うことで、どのような
状況にある子どもたちにも支援が行き届くよ
う取り組みます。

産後 57日目からの産休明け保育の実施や、
産前・産後の相談体制や支援サービスの充
実により、安心して出産するための環境の充
実を図ります。

相談体制の整備や、妊娠・出産・子育て等
の関連情報を整理し、一元的に提供する仕
組みづくりを行います。

1

2

3

2
基本
目標

子どもが元気に育つまち

2.基本目標
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　里山や田畑の保全や活用、緑の創出、水辺環境の整備により、豊か
な自然環境と共生し、今ある自然環境を、子どもたちへ、またその次の
子どもたちへつないでいくまちを目指します。

　また、二酸化炭素の削減や限りある資源の再利用により、地球にや
さしい持続可能な社会が構築されたまちを目指します。

基本目標3

みんなで
未来へつなぐ
緑はまちの宝物

分野：自然環境

3
基本
目標

みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物



こ
の
分
野
で
の
２
０
２
８
年
の
理
想
の
姿
を
描
い
た
物
語

2028年。長久手に暮らして40年。

私が生まれ育った長久手は今でも豊かな自然に恵まれている。

自宅があるまちの西の都市部には、

公園や街路樹等至るところに“緑”があり季節を感じられる。

まちの東では、田畑や里山があり、自然の雑木林の中では子どもたちが駆け回り、

同じ市内にいながら自然を存分に感じられる。

私も参加しているが、香流川では、地域で清掃活動が行われとてもきれいだ。

みんなこの川を愛し、カワセミやいろいろな生き物からも愛されている。

中には田畑や自然を荒らしてしまう動物もいるけど、

地域や行政で協力して対策をしながら、いろんな生き物と共存している。

小さい頃は気付かなかったけど、

こうして今でも、子どもたちが雑木林を駆け回れたり、

田んぼも里山も香流川も、美しく保たれたりしているのは、

その時代時代に、この自然を愛し守る人たちがいて、

それを受け継ぐ人がいるからなんだ。

休耕田になっていたようなところも、「みんなで受け継ぐ」という意識から、

地域で協力して管理したり、

若い後継者につなぐことができてきているように感じる。

今ある自然をほったらかしにするのではなく、

「まちの宝物」として、人の手を入れながら、

みんなで未来へ残していくという意識こそ、

まちの宝物なのかもしれない。

豊かな自然が保たれているからか、長久手の市民は、環境への意識が高く、

次世代に少しでもいい環境を残そうとごみの減量化・資源化等の

地球にやさしい行動を心がけているように感じる。

私も、このまちの宝物である美しい自然や環境を守り、

また次世代につないでいきたいと思っている。

44

3
基本
目標

2.基本目標

みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策2

農あるくらしの
推進

農業が行いやすい環境の整備や、鳥獣被害
防止対策、農業用施設の改修・修繕、地元
農産物の積極的な活用等、農の活性化に向
けた支援を行います。

様々な人が行う農に関わる取組を応援する仕
組みづくりや、新規就農の促進、法人の農
業参入、農福連携を推進することにより、農
の多様な担い手を育てます。

1

2

政策3

地球にやさしい
持続可能な社会の

構築

新設・建て替えする際の市の公共施設および
既存住宅のゼロエネルギー化に向けた取組、
緑化推進や地球温暖化対策の推進に向けた
取組の普及啓発、二酸化炭素の削減量の可
視化等により、くらしの低炭素化に取り組み
ます。

資源回収拠点の充実等により、ごみの減量
化・資源化を促進します。

1

2

政策1

万博理念を継承した
自然との共生

里山を保全する制度の活用や、自然の中で
の学びの場の創出、二ノ池湿地群等の保全
活動等により、豊かな自然環境の保全に取り
組みます。

市民参加による自然環境調査や、自然体験
学習、自然環境情報の発信を行うことで、自
然に愛着を持つ地域づくりに取り組みます。

公共施設および民間の敷地内の緑化を推進
することにより、まちに緑を増やします。

香流川において緑と生物に触れ合える空間を
創出することや、調整池の緑化により、水辺
に親しむことができる環境を整備します。

1

2

3

4

3
基本
目標

2.基本目標

みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物
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　助けが必要な人への支援や、市民の安全を守る防災・防犯・交通安
全の取組により、誰もが安心して暮らすことができるまちを目指します。

　また、健康づくりの取組を進めるとともに、支え合い、助け合いが
できる地域づくりを推進することにより、一人ひとりに地域で役割や居
場所があり、誰もがいきいきと安心して暮らせるまちを目指します。

基本目標4

誰もがいきいきと
安心して暮らせる

まち

分野：生活

4
基本
目標

誰もがいきいきと安心して暮らせるまち



こ
の
分
野
で
の
２
０
２
８
年
の
理
想
の
姿
を
描
い
た
物
語

2028年。退職してから、もう５年になるかな。

もしかしたら、仕事をしていたときより、働いているかもしれない。

今の職場は、「地域」だけど。

働いているときは、家と職場の往復だけだった。

たまたま自治会長になったのをきっかけに、いざ退職して地域デビューしてみると、

地域には、実に様々な「役割」があると気づいた。

なかなか地域に出られなかった自分が、今では、

いろんな人の「地域デビュー」のきっかけづくりの「役割」を担ってるなんてことを

10年前の自分に言っても、きっと信じてもらえないだろうな。

「役割」で言うと、長久手では、生活する上で、誰かが困っていることを、

家族でできることは家族で、地域でできることは地域で、

行政がやらなくてはならないことは行政で、と

うまく役割分担をしながら、解決できていると感じる。

高齢化は進んでいるが、介護予防もお互いに支え合いながらできているし、

まずは自分たちで運動や健康づくりに取り組めているよ。

何より、地域に「役割」があるからおちおち家で寝ていられない。

だけど、おかげで私も友だちもいつまでも元気でいきいきしている。

「安心して暮らせるまち」には、地域のつながりや役割が必要なんだな。

日頃から声を掛けあっているからこそ、犯罪からみんなの生活を守れていて、

災害の際は、当たり前に助け合う。

ご近所さん同士のおしゃべりは、情報交換にもなっていて、

一人ぐらしの高齢の人や、体が不自由な人等で、最近見掛けない人がいれば、

様子を見に行ったり、行政と連携して支援も行っている。

「地域のみんなでできることはみんなでやろうよ」

という意識が根付いているからか、

世代や住んでいる年数も関係なく、地域のつながりも強く、

まちでよく見掛けるのは、ご近所さん同士のあいさつやおしゃべりだ。

48

4
基本
目標

誰もがいきいきと安心して暮らせるまち

2.基本目標
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策2

地域の課題を
みんなで解決

地域の課題を地域で解決する仕組みづくり
や、ご近所同士の話合いの場づくりの支援を
行うことで、市民同士が助け合い、支え合え
る地域づくりを推進します。

分野を超えた課題に総合的に相談に応じる
包括的な仕組みの充実や、身近な地域で相
談できる場や機会の充実を図ります。

1

2

政策1

住み慣れた場所で
安心して暮らすことができる

地域づくり

支援が必要な高齢者、障がいのある人等へ
の多様な主体による連携体制の構築と支援
の充実により、くらしを支える生活基盤を充
実させます。

災害に備えた自助・共助・公助の取組をそれ
ぞれ推進することにより、地域全体の防災力
の向上を図ります。

新たな交番の誘致、地域での防犯活動の支
援等による防犯対策や、交通ルール遵守の
啓発、道路環境整備等による交通安全対策
を推進します。

1

2

3

政策3

いくつになっても
元気でいきいきと輝ける

くらしの推進

若い世代からの健康的な生活習慣の習得の
支援や、地域への保健師の派遣、運動によ
る健康づくりの支援、大人の食に対する意識
啓発等により、市民の健康づくりを推進しま
す。

認知症の人とその家族にやさしい環境づくり
や、日常生活に支障のある一人ぐらし高齢者
への食生活の改善を支援することにより、介
護予防を推進します。

健康スポーツ拠点の整備や市内の健康づくり
に関連のある施設との連携等により、市民の
健康づくりを推進します。

1

2

3

4
基本
目標

誰もがいきいきと安心して暮らせるまち

2.基本目標
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　歴史や文化、芸術、スポーツを活用した市民同士の交流の輪が広がっ
ていくまちを目指します。

　また、リニモテラスやジブリパークといった今後開設予定の資源や多
くの既存の資源を活用し、観光をまちづくりの一つととらえ、市内外
の人と人との触れ合い・つながりをつくっていくという視点を持った「観
光交流」スタイルの確立や、積極的な情報発信により、魅力がさらに
広がるまちを目指します。

基本目標5

いつでも どこでも
誰とでも

広がる交流の輪

分野：交流

5
基本
目標

いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪



こ
の
分
野
で
の
２
０
２
８
年
の
理
想
の
姿
を
描
い
た
物
語

2028年。「やぁ、おはよう！」

私が登校するときは、いつもいろんな人が声を掛けてくれる。

小さいときから、さくらまつりや夏まつり、伝統的な警固祭り等、

いろんなイベントに参加する機会があったので、仲の良い大人の人もたくさんいる。

今は中学生になって、毎週のように出掛けている！

先週は、友だちと古戦場公園に行った後、

私が生まれるずっとずっと前からあるお家に遊びに行って、

長久手の歴史に詳しいおじいちゃんに昔の長久手のことをいろいろ聞いたよ。

ここは古民家って言うらしいけど、「みんなの家」みたいに、

いろいろな世代の人がいつもたくさんいるよ。ここの古民家をきれいにする作業も、

地域の人たちが協力してやったっておじいちゃんが言ってた。

今週は、リニモテラスに行くよ。

ここには大学生のお兄さんやお姉さんがいつも集まって話合いをしていて、

私が行くと仲間に入れてくれるから大人のお友だちが増えたよ。

今度、リニモテラスでやるイベントに、お手伝いで参加するのが楽しみ！

こうやって、気が向いたらいつでも、どこに行ったって、そこにいる誰かと、

遊んだり運動したり、交流の輪がどんどん広がって、幸せ！

来週は、文化の家で、本物の芸術家に絵を教えてもらえる。

毎週のように楽しいことがあるから、

「今日はどこに参加しようかな」「誰を誘おうかな」って迷ってしまうほど。

長久手でやっているイベントやまちのオススメ情報もたくさん発信されていて、

長久手に住んでいる人も住んでいない人もそれをみて情報を集めているみたい。

実際に行った人がSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で発信していて、

長久手の魅力がどんどん広がっていて、

長久手に住んでいない人も住んでいる人もみんな楽しく交流できている気がする。

長久手のことを知れば知るほど好きになるし、

私ももっとたくさんの人に長久手のことを教えてあげたい！

中学からは部活を始めたから、運動もたくさんするけど、まちの至るところで、

小さい子からおじいちゃんまでみんなでスポーツをしているから、私もやる気が出る。

52

5
基本
目標

いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪

2.基本目標
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策1

まちの資源を生かした
市民同士の交流の

促進

古戦場公園の再整備や古民家の保存、古窯
の保存活用、棒の手や警固祭り等の文化財
の保護、郷土史等の図書資料の収集・保存
により、まちの歴史を次世代に継承していき
ます。

文化芸術を福祉、教育等様々な分野のまちづ
くりに生かす取組や、芸術を身近に感じられ
るアートのまちづくり、様々なジャンルや形態
の文化芸術を体験できる環境の充実等に取
り組みます。

健康スポーツ拠点等の施設整備や、子ども
から高齢者までスポーツに気軽に親しめる機
会を創出することにより、スポーツを楽しむ
環境を整備します。

1

2

3

政策2

観光交流
まちづくりの
推進

リニモテラスにおけるつながり・賑わいの創
出、ジブリパーク開業を契機とした観光交流
の推進、長久手らしさや地域の魅力を生かし
た観光地域づくりを推進することにより、本
市独自の観光交流スタイルを確立します。

観光交流情報を効果的に発信し、まちの魅
力を広げます。

1

2

5
基本
目標

いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪

2.基本目標
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　公共交通の利便性向上や安心して移動することができる道路の整備
により、外出しやすいまちを目指します。

　また、都市基盤施設の適切な整備や、まちで緑を感じ、四季を感じ
ることができ、徒歩や自転車で安心して楽しく移動できる景観の形成
により、「今日はあえて、歩いてみよう」と思ってもらえるまちを目指し
ます。

基本目標6

あえて
歩いてみたくなる

まち

分野：都市経営

6
基本
目標

あえて歩いてみたくなるまち
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の
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2028年。

私たち夫婦も高齢者になり、ちょっと運転に自信がなくなって、

運転免許を返納してしまったんだけど、

それでも長久手は住みよいまちだよ。

リニモやN-バス等の公共交通や

それ以外の移動手段も整備されていて移動しやすいから、

買い物や通院には困らないし、

公共施設にもストレスなく行けてとても便利。

大きな荷物を運ぶときとかには、

いつも気にしてくれているご近所さんが

出掛けるついでに車で送ってくれたりして助け合っている。

便利であると同時に、長久手では、自然も大切にされていて、

住宅地といいバランスで共存している。

市内の住宅地には、庭の手入れをする人が増えて、

あちこちで会話の花が咲いているなぁ。

まちの至るところに緑があるし、

ちょっと歩けば道に花が咲いていたり、遊歩道もある。

自然を感じながらまちを歩くのは楽しいし、健康にも良い。

隣の家族も週末になると

お子さんと一緒に自転車で出掛けていて楽しそう。

私の友人は車に乗っているけど、公共交通を利用したり、

歩きや自転車で移動したりという意識が根付いているからか、

何年か前に比べて渋滞も少なくなって快適だし安心！って言ってたな。

楽しいことがあると思うと、ついつい外に出掛けたくなる。

そういった人が多いから、このまちはにぎやかで、活気づいているのね！

このまちは誰にとっても、

「安心して」、かつ「楽しく」外に出るための整備が進んでいる。

56

6
基本
目標

あえて歩いてみたくなるまち

2.基本目標
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策1

外出しやすい
環境の整備

高齢者等の交通弱者に対応した公共交通
サービスの提供や、公共交通ネットワークの
構築、コミュニティバスの効率的な運行によ
り、公共交通の利便性の向上に取り組みます。

歩道や生活道路の整備や、渋滞対策、狭隘
道路の拡幅整備等により、外出しやすい環
境の整備に取り組みます。

1

2

政策2

暮らして心地よい
生活環境の
形成

3

長久手中央地区および公園西駅周辺地区に
おいて、土地区画整理事業によりリニモ沿線
の市街地を整備します。

市庁舎の建て替えや、公園・緑地の整備、
老朽化した都市基盤施設等の長寿命化に取
り組みます。

魅力ある景観の形成や、楽しく暮らすことの
できる環境の整備、空き家への対応の検討
により、良好な住環境を形成します。

1

2

6
基本
目標

あえて歩いてみたくなるまち

2.基本目標
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　将来の税収減を見据えた計画的な財政運営や公共施設の管理、他
自治体や民間事業者との連携、行政情報の適切な管理と活用により、
効果的かつ効率的な市政運営を目指します。

　また、これからの超高齢・人口減少社会に対応するには、市民にも
まちづくりの一員として役割を担ってもらう必要があるため、職員が地
域に出掛け、地域を深く知ったり、市民同士をつなげる役割を担った
りすることにより、市民主体の取組を支える市政運営を目指します。

基本目標7

市民から
信頼される
市政の運営

分野：市政運営

7
基本
目標

市民から信頼される市政の運営



こ
の
分
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で
の
２
０
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を
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物
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2028年。

今、私の勤める長久手市役所では、

「まち全体が職場だ！」という意識が職員に根付いている。

いろいろな課の職員が、

時間をつくって、意識的にまちに出てみたり、公共施設を回ったりしている。

「○○さ～ん！」と、まちで呼び止められることが多くなったね、と

よく同僚とも話している。

市役所に用事があった際に、気軽に声を掛けてもらえるようになり、

市民と「顔の見える関係性」が築けてきている。

こうしてまちに出たり、市民と話をする中で、

課題も、その解決の糸口も見つかるのだな、と気がついた。

確かに、長久手市では、

税収の頭打ち感や高齢化による財政支出の増加等はあるけど、

それを見越した財政運営をしてきたし、

他の市町や民間企業とも連携しながら効率的な市政運営ができている。

「元気な職員がいるまちは元気になる！」

そう信じて、今日も長久手の市民のために、頑張ろう！

さらに、

職員だけでは解決が難しい課題や地域特有の課題については、

市民が役割を持って担ってくれている。

こうした頼もしい市民がいることもあり、

職員は、「このまちをもっとよくしたい！」と

積極的に業務を見直し、改善に努めたり、

もっといい職員になりたいと

研修にも視察にも積極的に行くようになった。

60

7
基本
目標

市民から信頼される市政の運営

2.基本目標
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「ながくて未来の物語」を実現するための取組の方向性

政策1

効果的かつ効率的な
市政運営

将来の税収減を見据えた財政の健全化を図
ります。また、安定した財源の確保に努め
ます。

他自治体等との連携や民間事業者の活力を
導入します。

GIS（地理情報システム）や ICT（情報通信
技術）の活用、積極的な情報公開、各種メディ
アを活用した情報発信を行うことにより市民
サービスの向上を図ります。

1

2

3

市民自らが地域の課題を解決することを支援し、
市民同士をつなげる能力を持つ職員の育成や、
複数の分野にまたがる課題に対して分野横断的
に取り組むことにより、市民ニーズに適切に対応
します。また、概ね小学校区単位で市民サービ
スを享受できる仕組みについて、検討します。

政策2

柔軟な市政に向けた
仕組みづくり

7
基本
目標

市民から信頼される市政の運営

2.基本目標
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　全国的に人口減少が進む中、本市においては当面の間は、人口増加が進むことが予測されますが、
それでも 2035 年頃をピークに人口減少に転じていきます。今後、来る人口減少社会に備えるため、将
来像である「幸せが実感できる 共生のまち 長久手～そして、物語が生まれる～」の実現を目指し、市
民主体のまちづくりの取組を進めていきます。
　これらの取組を推進することで、2028 年度における人口を 65,000 人と設定します。

65,000人
2028年度 基本構想目標年次

2010 2015 2020 2023 2025 2028（年度）

80,000

60,000

40,000

20,000

0
（人）

52,022

57,598 65,000

（図16）人口フレーム

3.人口フレーム
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はなみずき通駅はなみずき通駅

杁ヶ池公園駅杁ヶ池公園駅 長久手古戦場駅長久手古戦場駅 芸大通駅芸大通駅

公園西駅公園西駅

国道３
６３号

国道３
６３号

藤が丘駅

地下鉄東
山線

名古屋IC

東部丘陵線（リニモ）

(グリーンロード)

東
名
高
速
道
路

愛知
淑徳大学

日進JCT

愛知県農業総合試験場

大草丘陵

岩作丘陵

長久手中央地区
北側周辺部

三ケ峯丘陵

愛知県立
芸術大学

長久手IC

（
都
）
名
古
屋
瀬
戸
道
路

香流川

愛知医科大学

（
都
）
瀬
戸
大
府
東
海
線

（
都
）
高
根
線
（
図
書
館
通
り
）

（
都
）
高
根
線
（
図
書
館
通
り
）

（都）愛・地球博記念公園線

（都）愛・地球博記念公園線

長久手市役所長久手市役所

長久手
古戦場

色金山

御旗山

愛知学院大学

名古屋学芸大学

名古屋外国語大学名古屋外国語大学

椙山女学園大学椙山女学園大学

　本市の土地は、現在および将来における市と市民の限られた貴重な資源であるとともに、市民の生活と
生産活動を支える共通の基盤です。そのため、以下に示す基本理念に基づいて総合的かつ計画的な土地
利用を図ります。

●公共の福祉の優先　　 ●自然環境の保全・活用、緑の創出　　 ●持続可能な都市づくりの推進
●健康で質の高い生活環境の確保　　 ●安全なくらしの確保　　 ●文化的な市民生活の創造

基本理念 

■土地利用構想図

4.土地利用構想
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農地

凡　　例

森林

住宅地

工業用地

都市機能集積区域

商業地

その他の宅地

その他（大学､高校､研究施設等）

愛・地球博記念公園駅愛・地球博記念公園駅
陶磁資料館南駅陶磁資料館南駅

愛・地球博記念公園

愛知県立大学

八草駅

愛
知
環
状
鉄
道

国
道
１
５
５
号

愛知工業
大学

名古屋商科大学

土地利用の基本方針

1 東部丘陵をはじめとする森林を積極的に保全、
市民が楽しさを発見することができる里山とし
て活用

2 河川の植栽整備等による緑の創出

3 農地の積極的、政策的な保全、活用による、
市民をはじめ多くの人が自然に触れ合える場
となるような土地利用

4 既成市街地においては、公園や道路等の公共
空間の緑化推進

本市の魅力である自然環境の
保全・活用、緑の創出

1 日常生活圏においては、増加が見込まれる高
齢者をはじめ多様な世代が歩いて暮らせる環
境を整備

2 急傾斜地崩壊危険箇所等の災害発生が懸念さ
れる地域では、安全に配慮した適切な土地利
用を展開

住み続けられる持続可能な
土地利用の展開

　市内には、長久手古戦場、御旗山および色金
山等の国指定史跡が分布しており、これら歴史
的資源が相互に眺望できる景観の保全に向けた
施策の検討

歴史的資源の景観保全に
向けた施策の検討

　新たな市街地の拡大は行わないことを基本と
しつつ、当面の人口増加に対応するリニモ長久手
古戦場駅やリニモ公園西駅周辺における事業の
継続
※長久手中央地区北側周辺部については、人口動向
を踏まえ、適切な土地利用の展開を図ります。

リニモを中心としたまちづくりを
推進する土地利用の展開

　市役所周辺において、老朽化した市庁舎を建て
替えることにより、防災拠点としての機能を充実
させるとともに、高齢者をはじめ多様な世代が健
康に暮らすため健康づくりセンターの機能を備え
た総合体育館を整備することで、都市機能が集
積する複合拠点の形成に向けた土地利用を展開

都市機能が集積する複合的な
拠点形成に資する土地利用の展開
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③

づくりの過程の
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１.計画策定の趣旨
２.体系図
３.各政策を実現するための施策
 ページの見方
４.各政策を実現するための施策
５.主要施策

基本計画

第 章
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1.計画策定の趣旨／2.体系図

　基本計画とは、基本構想の実現に向けた施策を効果的に推進するため、施策の基本的な方向性を示し
たものです。基本構想では、市の将来像や７つの基本目標、17の政策を掲げました。基本計画では、市
政運営以外の６つの基本目標を実現するための施策の基本的な方向性を体系的に示します。なお、市政運

基本構想

基本目標将来像

人づくり

「やってみたい」で
つながるまち

子ども

子どもが元気に
育つまち

自然環境

みんなで未来へつなぐ
緑はまちの宝物

交　流

いつでも どこでも 誰とでも
広がる交流の輪

都市経営

あえて歩いて
みたくなるまち

市政運営

市民から信頼される
市政の運営

生　活

誰もがいきいきと
安心して暮らせるまち

幸
せ
が
実
感
で
き
る 

共
生
の
ま
ち 

長
久
手

〜
そ
し
て
、
物
語
が
生
ま
れ
る
〜

幸
せ
が
実
感
で
き
る 

共
生
の
ま
ち 

長
久
手

〜
そ
し
て
、
物
語
が
生
ま
れ
る
〜
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営では、６つの基本目標の施策を効果的に推進するためのあり方を示しています。
　また、将来像の実現に向けて、特に市として力を入れていく３つの方向性とそれに合致する「主要施策」
を掲げています（P94-97 参照）。

１　市民の健康づくり
２　介護予防の推進
３　健康づくりの環境の整備

１　歴史の次世代への継承
２　文化芸術による交流
３　スポーツを楽しむ環境の整備

１　リニモ沿線の市街地整備
２　都市基盤施設の充実
３　良好な住環境の形成

１　将来を見据えた財政運営と公共施設の計画的な管理
２　他自治体との連携や民間事業者の活力導入
３　行政情報の適切な管理と活用

１　地域の子育てネットワークづくりの推進
２　身近な地域で子育てしやすい環境づくり

１　子どもが主体的に学ぶ機会の創出
２　安心して子どもが過ごせる場の整備

１　農の活性化に向けた支援
２　農の多様な担い手の育成

１　くらしの低炭素化の推進
２　ごみの減量化・資源化

１　市民による助け合い・支え合いの地域づくりの推進
２　市民が気軽に身近で相談できる場づくり

１　観光交流スタイルの確立
２　魅力が広がる情報発信

１　公共交通の利便性の向上
２　安心して移動できる道路の整備

１　豊かな自然環境の保全・活用
２　自然に愛着を持つ地域づくりの推進
３　まちの緑の創出
４　水辺に親しめる環境の整備

１　子どもたち一人ひとりに応じた支援体制の推進
２　安心して出産できる環境の充実
３　子育て情報の整理と提供

Ｐ912 暮らして心地よい生活環境の形成

Ｐ921 効果的かつ効率的な市政運営

農あるくらしの推進 Ｐ792
地球にやさしい持続可能な社会の構築 Ｐ803

地域の課題をみんなで解決 Ｐ842

観光交流まちづくりの推進 Ｐ882
外出しやすい環境の整備 Ｐ901

柔軟な市政に向けた仕組みづくり Ｐ932

子どもの健やかな成長を支える環境の整備 Ｐ763

Ｐ732「やってみたい」が実現できる仕組みづくり

Ｐ741 妊娠から出産・子育てまでの
切れ目のない支援

Ｐ82-831 住み慣れた場所で安心して
暮らすことができる地域づくり

Ｐ853 いくつになっても元気でいきいきと輝けるくらしの推進

Ｐ86-871 まちの資源を生かした市民同士の交流の促進

基本計画

施　策政　策

子どもを通じて育て合い育ち合うまちづくり Ｐ752

Ｐ721 地域共生を支える人づくり

Ｐ78万博理念を継承した自然との共生1

１　地域の担い手づくりの推進

１　高齢者に役割と居場所があるまちづくり
２　若者の想いを支える仕組みづくり
３　誰もが活躍できる地域づくり

１　くらしを支える生活基盤の充実
２　地域と一体となった防災力の向上
３　交通安全・防犯の推進

２　地域における活動の場の整備と活用
３　市民活動や地域活動に参加しやすい環境づくり

１　市民ニーズへの対応
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3.各政策を実現するための施策
　ページの見方
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将来像を実現するための、７つの分野ごとの「2028 年の本市が目指すまちの姿」です。

基本目標

基本目標を実現するために「すべきこと」をまとめ、取組の基本的な方向性を示したものです。

政策

政策を実現するために、取り組む内容を示したものです。より具体的な事業については、アクションプラン
に掲載します。

政策を実現するための施策

この「政策」に関連するほかの個別計画を記載しています。

関連する個別計画

「政策」で目指す目標に近づいているかを図る実績数値による定量的な指標です。

成果指標

目標値の年度については、実際に数値を把握する年度に設定しています。第７次総合計画策定に向け
た評価・検証期間を考慮し、目標年度を設定しています。
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「やってみたい」でつながるまち

4.各政策を実現するための施策

【関連する個別計画】地域協働計画、地域福祉計画

政策1 地域共生を支える人づくり

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

自分や自分の家族が、過去３年間に地域活動に参加した
市民の割合 53.6% 70%

地域で住民同士の交流が活発に行われていると思っている
市民の割合 17.0% 30%

地域活動やボランティア活動、ＮＰＯ活動に参加したいと
思っている市民の割合 37.6% 50%

ア 概ね小学校区単位の地域で活動する団体や
個人が連携し、その地域の課題解決に向け
て取り組むまちづくり組織の設置・運営を支
援します。

イ 市民主体のまちづくりを推進するため、地域
活動や市民活動を支援するほか、人材育成に
取り組みます。

ウ 誰もが、ご近所での見守りや声掛け、高齢者
の生活の手助け等の活動に取り組み、地域
の担い手として活躍できるための環境づくり
に取り組みます。

（1）地域の担い手づくりの推進

ア 地域コミュニティを活性化させるため、地域
の活動拠点となる地域共生ステーションを整
備します。

イ 地域の活動拠点となる地域共生ステーション
を軸として、高齢者をはじめ多様な世代の人
たちが、歩いて行ける身近な場所に、地域の
人たちと交流できる場の設置の検討に取り組
みます。

（2）地域における活動の場の
 整備と活用

ア 市民の地域活動や市民活動への参加を促すた
め、市民参加の仕組みづくりを行うほか、活
動に参加する動機づけとなる取組を行います。

イ 市民が気軽に市民活動に関わることができる
ようにするため、まちづくりセンターを生かし
て、市民活動団体や市民同士のつながりを広
げる機会や情報の提供に取り組みます。

（3）市民活動や地域活動に参加
 しやすい環境づくり
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【関連する個別計画】地域福祉計画、
 教育振興基本計画、
 大学連携推進ビジョン４U、
 生涯学習基本構想、
 男女共同参画基本計画

政策2 「やってみたい」が実現できる仕組みづくり

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

日ごろ地域社会の一員として、何か社会のために役立ちた
いと思っている市民の割合 39.1% 50%

大学をまちづくりに生かしていると思っている市民の割合 26.1% 40%

男女が尊重し合い、協力し合う社会が進んでいると思って
いる市民の割合 13.0% 30%

ア 高齢者の経験と知識をまちづくりに生かすた
めの仕組みづくりに取り組みます。

イ 生涯現役のまちを目指し、高齢者の能力に応
じて多様、多彩な就労の機会を、民間事業者
と連携し、確保します。

（1）高齢者に役割と居場所がある
 まちづくり ア 市民が主体となって行う学習の場を提供し、

学んだことを教え合うことにより、人と人がつ
ながるきっかけづくりを行うとともに、市民が、
学んだことを生かして、地域で活躍すること
ができるよう支援します。また、そうした活動
の拠点として、公民館の利用促進を図ります。

イ 誰もが起業しやすくするため、地域の課題を
市民が主体となって解決することを目指す「コ
ミュニティビジネス」の知識を学ぶ機会の提
供や創業の支援に取り組みます。

ウ 女性の活躍の場を広げるため、性別にかかわ
らず、仕事と家事・育児・介護の両立を図る
ための理解促進に取り組みます。

エ 市民や事業者の働く場を守り、市内商工業者
を発展させることで、誰もが長く働くことが
できるよう、市商工会等との連携や支援を通
して市内中小企業および小規模事業者のサ
ポート体制を構築します。

オ 外国人市民が地域の一員として活躍することが
できる多文化共生の地域づくりを推進するため、
国際理解や国際交流の促進に取り組みます。

カ 誰もが自らの能力を生かし活躍することがで
きるようにするため、性別や世代、国籍等に
よる固定的役割分担や差別の意識の解消を
推進する周知活動等に取り組みます。

（3）誰もが活躍できる地域づくり

ア 学生の社会貢献活動を促進するための教育
活動、大学・学生の研究支援等、市内４大学
および周辺大学と連携し、大学の持つ知的財
産や人材、学生の持つ若い力を生かすための
仕組みづくりに取り組みます。

イ 若者（子どもや学生）を応援するため、様々
なことにチャレンジすることができる仕組みづ
くりに取り組みます。

ウ 学生同士や大学・市民・企業等が相互に連携
するための活動拠点を整備します。

（2）若者の想いを支える
 仕組みづくり
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子どもが元気に育つまち

4.各政策を実現するための施策

政策1 妊娠から出産・子育てまでの切れ目のない支援

【関連する個別計画】子ども・子育て支援事業計画、教育振興基本計画、ながふく障がい者プラン

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

安心して子育てができるまちであると思っている市民の割合 45.3% 60%

エ いじめを生み出さないために、道徳教育や人
権教育の取組を推進するとともに、心の相談
員やスクールソーシャルワーカーの増員による
相談・支援体制の充実を図ります。

オ N- ハウスあいにおける不登校児童生徒への
支援や生活困窮世帯の子どもに対する学習支
援等に取り組み、子どもが抱える多様な問題
に対応します。

カ 子どもの養育や就労、生活等について様々な
困難に直面している家庭が、自立した生活を
営むことができるよう、総合的に支援する体
制を整備します。

キ 園児と児童および児童と生徒の交流カリキュ
ラムの充実や職員間の交流研修、保育園・
幼稚園、小学校、中学校間の情報共有と積
極的な就学相談を進め、保育園・幼稚園か
ら就学に向けて、切れ目のない支援に取り組
みます。

ア 保護者の就労形態や生活スタイルが多様化す
る中で、保育園の移転等に合わせて、産後
57日目からの産休明け保育の実施に取り組
みます。

イ 産前・産後の不安や悩みを軽減するため、保
健師等による相談体制や産前・産後の支援
サービスの充実に取り組みます。

（2）安心して出産できる環境の充実

（1）子どもたち一人ひとりに応じた支援体制の推進

子育ての実態や親子の状況に応じた相談事業や
妊娠・出産・子育て等の情報を円滑に得ること
ができるようにするため、関連情報を整理し、
一元的に提供する仕組みづくりを行います。

（3）子育て情報の整理と提供

ア 障がいのある児童が身近な地域で安心して過
ごすことができるための取組を推進します。
また、市の中核的な療育施設として児童発達
支援センター（すぎのこ教室を含む。）を上
郷保育園や上郷児童館と一体的に整備し、支
援体制の強化を図ります。

イ 保健・保育・福祉・教育等の各機関が連携す
ることで、障がいのある児童に対して、出生
から就労までの切れ目のない療育支援体制
を構築します。

ウ 児童虐待の早期発見・防止を図るため、各関
係機関が連携し、要保護児童等を支援すると
ともに、支援に関わる職員の専門性の強化を
図ります。また、併せて、DV 防止対策の充
実を図ります。
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政策2 子どもを通じて育て合い育ち合うまちづくり

【関連する個別計画】子ども・子育て支援事業計画、教育振興基本計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

地域に子育てや子どもの教育等について相談できる人がい
る、あるいは相談できる場所がある市民の割合 24.6% 50%

ア 地域全体で子どもたちの成長を支えるため
に、地域と学校が連携・協働する体制づくり
を行うとともに、学校の特色や地域の特性を
生かした学校運営を行うための「長久手版コ
ミュニティスクール」の設置に取り組みます。

イ 子育てを通じた地域ネットワークづくりや地
域での高齢者の生きがいづくりを推進するた
め、保育園と児童館での「おたすけたい」の
活動を支援します。

ウ 子育て支援センターや保育園、児童館にお
いて、地域で子育ての悩み相談や情報交換、
仲間づくりが行える機会を提供するほか、市
民活動団体等が行う子育てサロンを支援し
ます。

子育て世代とその親世代との同居や近居を希望
する人を支援することで、市内の定住人口の増
加を図るとともに、子育てしやすい環境づくりに
取り組みます。

（1）地域の子育て
 ネットワークづくりの推進

（2）身近な地域で
 子育てしやすい環境づくり
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子どもが元気に育つまち

4.各政策を実現するための施策

政策3 子どもの健やかな成長を支える環境の整備

【関連する個別計画】子ども・子育て支援事業計画、
 教育振興基本計画、食育推進計画、
 子ども読書活動推進計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

子育てや教育に関するサービスや施設が整っていると思っ
ている市民の割合 35.8% 50%

地域の子どもたちが、のびのびと育っていると思っている
市民の割合 52.5% 70%

ア 子どもが多様化・複雑化する社会を生き抜く
力を身につけられるようにするため、学校教
育の充実を図るとともに、自ら考え、学ぶ教
育を重視し、「生きる力」を育成します。

イ 子どもたちが、身近に文化芸術に触れ、体験
し、その価値を認めることで、多様性や他者
への理解を醸成するような環境の充実を図り
ます。

ウ 平成こども塾での自然体験学習や学校と連携
したプログラム等の学習活動の充実により、
子どもたちが自然の中で遊ぶことを通して、
学べるよう取り組みます。

エ 子どもの読書活動を推進するため、乳幼児期
から本との出会いを支援します。また、中央
図書館に児童書を充実させ、保育園・幼稚園
から小中学校にかけて成長の場に応じた連携
事業に取り組み、読書好きな子どもを増やす
環境づくりを推進します。

オ 図書館を「多世代の市民が集う世代間交流の
場」とするための取組を充実させます。

カ 保育園や学校において、食に対する関心を高
め、正しい知識を普及啓発し、食育を充実さ
せます。

ア 待機児童を解消し、安心・安全・快適に過ご
すことができる保育環境を確保するため、上
郷保育園の移転に合わせて定員の増加を図
り、上郷児童館や児童発達支援センターと一
体的に整備します。また、老朽化した長湫東
保育園を改築します。

イ 小規模保育事業や事業所内保育事業、家庭
的保育事業、民間事業者が運営する保育施
設を連携保育所等の協力により支援するとと
もに、待機児童の状況に応じて、民間活力を
生かした新たな保育施設（保育所、地域型保
育事業）整備の検討に取り組みます。

ウ 就労等による留守家庭における子どもたちの安心・
安全な居場所を確保するため、放課後児童クラ
ブおよび学童保育所の受入れ拡充を図ります。

エ 生徒数の増加や学校施設の老朽化、社会環境
の変化に伴うニーズに対応するため、施設を整
備し、安全・安心で快適な教育環境を提供します。

オ 保育園での自園調理は、子どもたちの五感を
豊かにし、心身の成長につながることから、
今後改修する保育所では、自園調理を実施
することができるように取り組みます。

カ 子どもの健やかな育ちのため、安全な食材の
使用、地場産食材の活用、衛生面に配慮し
た調理により、安心安全な給食の安定的な提
供に取り組みます。

（1）子どもが主体的に学ぶ
 機会の創出

（2）安心して子どもが
 過ごせる場の整備
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みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物

4.各政策を実現するための施策

政策1 万博理念を継承した自然との共生

自然に愛着を持ってもらうため、市民参加による
自然環境調査のほか、平成こども塾での自然体
験学習や自然環境情報の発信、地域の高齢者の
知識と経験を生かした交流事業の実施、学校と
連携したプログラムの充実等に取り組みます。

（2）自然に愛着を持つ
 地域づくりの推進

ア 岩作丘陵や大草丘陵、三ケ峯丘陵、ほとぎ
の里緑地等に広がる自然を次世代につなぐた
め、都市緑地法等の活用により、市民と協働
で貴重な自然環境の保全に取り組みます。

イ 大草丘陵にある平成こども塾周辺の森林や竹
林を活用したプレーパークの整備等、自然の
中で行う様々な学びの場となる自然と暮らし
の里（木望の森）を創出します。

ウ 本市の湧水湿地に生息する貴重な動植物を守
るため、二ノ池湿地群等での保全活動に取り
組みます。

エ 生物多様性を保全するためには、多様な主体
が地域の自然のあり方について、共通の認識
を持つ必要があります。行政上の地域区分を
超えた広域での連携や市民、事業者、専門
家といった多様な主体で、生物多様性の保全、
活用に取り組みます。

（1）豊かな自然環境の保全・活用

まちの緑の量を増やし、潤いと安らぎを与えるた
め、公園や街路樹、保育園、小中学校等の公共
の敷地内および民間の敷地（宅地）内の緑化を
推進します。

（3）まちの緑の創出

市内を流れる香流川において、近自然工法によ
る護岸改修や河川しゅんせつ、植栽を行い、緑
と生物に触れ合うことができる空間を創出し、ま
た調整池においては、周辺風景に溶け込むよう
緑化を推進します。

（4）水辺に親しめる環境の整備

【関連する個別計画】環境基本計画、香流川整備計画、緑の基本計画、里山プラン、
 平成こども塾マスタープラン、公園西駅環境配慮型まちづくり基本計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

豊かな自然環境があると思っている市民の割合 51.8% 70%
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政策2 農あるくらしの推進

ア 農の活性化に向けて、市民、NPO 法人、農
業者等が取り組む多様な活動を支援するとと
もに、あぐりん村の再整備等の農業が行いや
すい環境づくりに取り組みます。

イ 鳥獣による農作物の被害を防止するため、鳥
獣被害防止対策を充実します。

ウ 農業に欠かせない水源を確保、保全するため、
ため池、農業用水路などの農業用施設の改
修・修繕を推進するとともに、地域での保全
管理の取組を支援します。

エ 身近に農に触れることができる環境を生かし
て、地元農産物を積極的に活用した保育園・
学校給食の提供やあぐりん村への出荷販売
等、地産地消の取組を推進します。また、農
の６次産業化に向けた取組を支援します。

オ 環境への負担を軽減し、安全な農産物を提供
するため、地域特性に応じた農業を推進します。

（1）農の活性化に向けた支援

ア 様々な人が行う農に関わる取組を応援する
「（仮称）長久手アグリサポートセンター」を
設立し、農地のマッチングをはじめとする農
業後継者や新規就農者の確保、育成に取り
組みます。

イ 新規就農への支援や、企業等による法人の農
業参入等を推進することにより、「農」の多様
な担い手を増やし、耕作放棄地を減らします。
また、農業を活用した障がいのある人の雇用
機会の創出（農福連携）や、農地を活用した
地域づくりを支援します。

（2）農の多様な担い手の育成

【関連する個別計画】田園バレー基本計画、農業振興地域整備計画、食育推進計画、
 鳥獣被害防止計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

農業の振興が行われていると思っている市民の割合 25.3% 40%
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みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物

4.各政策を実現するための施策

政策3 地球にやさしい持続可能な社会の構築

ア 市の公共施設を新設・建て替えする際には、
低炭素化に資する建築資材の利用促進や敷
地内緑化等の環境に配慮した施設整備を図
るとともに、ゼロエネルギー化に取り組み
ます。

イ 公園西駅周辺地区では、環境配慮型のまちづ
くりを先導的に進め、低炭素社会に向けた取
組を推進します。

ウ 地球環境、経済、社会の課題解決につなが
るよう、地球温暖化対策の推進に向けた取
組を普及啓発し、既存住宅のゼロエネルギー
化に取り組みます。

エ 低炭素なくらしの実現のため、民間の敷地（宅
地）内の緑化推進や環境に配慮した車両の
導入等に取り組みます。

オ 低炭素まちづくりの取組を推進するため、二
酸化炭素の削減量を可視化し、市民の消費活
動や市の低炭素に向けた施策の啓発に取り組
みます。

（1）くらしの低炭素化の推進

ア 資源回収拠点の充実を図るため、地域が民間
事業者と連携して行う資源回収を支援します。

イ 循環型社会の構築に向けて、ごみ・資源の分
別・収集・処理方法のより一層の充実を図り、
ごみの減量化・資源化を推進します。

（2）ごみの減量化・資源化

【関連する個別計画】環境基本計画、一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画、
 公園西駅環境配慮型まちづくり基本計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

低炭素で、環境美化意識の高いまちであると思っている市
民の割合 31.5% 50%

ごみの減量化・資源化が進んでいると思っている市民の割合 47.0% 60%
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誰もがいきいきと安心して暮らせるまち

4.各政策を実現するための施策

政策1 住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくり

ア 災害時に地域で助け合える環境をつくるた
め、地域防災を担う人材育成や自主防災組織
による講習会の支援等の地域主体の防災活
動を促進します。

イ 災害時に緊急車両等の通行に支障が生じる恐
れのある狭隘道路や、地震による倒壊や火
災の延焼の恐れのある古い木造住宅等が密
集する地域は、地域の状況に合わせた整備
計画を検討し、地域住民の協力を得ながら、
狭隘道路の拡幅整備や必要な防災対策を進
めていきます。特に、緊急車両が進入できな
い地区には、初期消火等を地域で行うことが
できる仕組みづくりを推進します。

ウ 災害時に市民が迅速かつ的確に行動すること
ができるようにするため、市民に対し緊急情
報を伝達できるシステム等の整備を図ります。

エ 地域の安全確保のため、消防団の防災対応
力の向上を図ります。

オ 市民が利用する施設や防災上重要な施設につ
いては、優先的に安全確保の対策に取り組み
ます。また、災害発生時に避難所となる施設
において、避難所機能の強化を図ります。

カ 台風等の豪雨時に河川や道路等の水位や状況を確認
し、増水時に適切な判断ができるよう取り組みます。

キ 災害・消防・救助時において、適切かつ迅速
に対応するため、尾三消防組合と連携します。

ク 地震による建築物および工作物の被害や財産
損失の軽減を図るため、国・県等と連携しな
がら耐震化および減災化に取り組みます。

ケ 災害に備えて、「自分の身は自分で守る」とい
う意識づけを行い、市民が適切な行動を取れ
るよう啓発活動に取り組みます。

ア 支援が必要な高齢者や障がいのある人が地
域で安心して暮らすことができるようにする
ため、医療・介護・福祉事業者、民間企業、
地域住民、行政等地域の多様な主体が連携
した支援体制を構築します。

イ 生活困窮者の生活の安定と自立に向けて、生
活保護制度や生活困窮者自立支援制度を活
用するとともに、多機関協働相談支援の体制
を整備します。

ウ 障がいのある人の外出や社会参加の機会
の創出と地域で暮らすための支援を推進し
ます。

エ 障がいのある人が安心して生活することがで
きるよう、災害等の緊急時の対応システムや、
障がいの特性に応じた意思疎通の支援体制
等を構築します。

オ 市内の介護事業所職員の人材不足を解消する
ため、必要な介護サービス人材を確保するた
めの支援を行います。

カ 外国人市民が地域の一員として生活すること
ができるように、多文化共生社会の実現を促
進し、支援体制を構築します。

キ 非核平和都市宣言に基づき、市民と行政が協
働して、平和事業を充実させます。

（1）くらしを支える生活基盤の充実 （2）地域と一体となった防災力の向上
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ア 都市化が著しい本市において、治安や生活環
境の変化に対する不安を解消するため、新た
な交番の設置に向けた誘致に取り組みます。

イ 犯罪のない安心で安全に暮らすことができる
まちにするため、市民一人ひとりが防犯意識
を高め、地域で自主的な防犯活動に取り組む
等、防犯に対する地域力を高めるまちづくり
を推進します。

ウ 高齢者や児童、生徒等の交通安全意識を向
上させ、交通ルールが遵守されるよう啓発
するとともに、道路環境を一層整備し、安
心して暮らすことができるまちづくりを推進
します。

（3）交通安全・防犯の推進

【関連する個別計画】地域福祉計画、ながふく障がい者プラン、地域防災計画、耐震改修促進計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

高齢者が安心して暮らせるまちであると思っている市民の
割合 29.0% 50%

障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりが進んで
いると思っている市民の割合 18.5% 30%

災害に強いまちであると思っている市民の割合 25.1% 60%

地域の防犯力が高まっていると思っている市民の割合 27.1% 60%
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誰もがいきいきと安心して暮らせるまち

4.各政策を実現するための施策

政策2 地域の課題をみんなで解決

ア 市民が主体的に地域の課題を把握し、解決す
る地域づくりを推進するための仕組みづくり
を行うとともに、概ね小学校区単位で地域活
動団体、市民活動団体その他の団体および
個人が連携するまちづくり組織の設立、活動
を支援します。また、解決を急ぐ必要のある
課題等には、当面の間、地区社協等の場で
解決することができるよう支援します。

イ ご近所同士の助け合い、支え合い、つながり
がある地域をつくるための話合いの場づくり
を支援します。

ウ 市民が主体的に地域の課題を解決する地域づ
くりを推進するため、高齢者の日常生活の軽
度な困りごとを支援するワンコインサービス
を充実します。

エ 市民が市民の悩みを聞いたり、一緒に考えた
り、困りごとを市民が主体的に解決すること
ができるような地域づくりを推進します。

ア 市民主体では解決できない複雑で複合的な課
題には、専門の関係機関、部署が連携、共
同する相談体制を構築し、分野を超えた課
題に総合的に相談に応じる包括的な仕組みを
充実させます。

イ 市民が困りごとや心配ごとを気軽に、身近な
地域で相談できる場や機会を設け、市民の困
りごとをいち早く把握することができるよう取
り組みます。

（1）市民による助け合い・支え合い
 の地域づくりの推進

（2）市民が気軽に身近で
 相談できる場づくり

【関連する個別計画】地域福祉計画、ながふく障がい者プラン、
 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、健康づくり計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

地域での支え合いが行われていると思っている市民の割合 19.3% 50%
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政策3 いくつになっても元気でいきいきと輝けるくらしの推進

ア 健康寿命の延伸を目的に、若い世代から健康
的な生活習慣の習得を支援し、疾病の発生
予防や早期発見、重症化予防、心の健康づく
りを推進するとともに、地域で支え合い、生
涯を通じた健康づくりに取り組みます。

イ 誰もが気軽に健康相談ができるようにするた
め、地域への保健師の派遣活動を充実します。
また、その他の困りごとについて相談を受け
た際には、関係部署と連携して支援します。

ウ 子どもから大人まで、運動をはじめとする健康
づくりを支援します。特に、スポーツと関わり
が少なかった市民が、健康に関心を持ち、気軽
にスポーツを楽しんでもらうよう取り組みます。

エ 健康づくりの推進を図るため、地域の大学と
連携し、健康に関する専門的な情報を活用し
た健康づくりを推進します。

オ 食生活の改善を推進し、生活習慣病の発症
予防を図るため、若い世代を中心とした食に
対する意識啓発に取り組みます。

ア 市民が要介護になることを防ぎ、いつまでも
健やかに自分らしく暮らせるようにするため、
市民や民間事業者等の多様な主体による健
康づくりサービスの創出を支援します。

イ 認知症の人を支えるだけでなく、認知症の人
に寄り添いながら、ともに生活する環境を整
えるため、認知症に関する正しい知識の普及
や、認知症の人とその家族にやさしい環境づ
くりに取り組みます。

ウ 調理等日常生活に支障のある一人ぐらしの高
齢者等の健康の保持、食生活の改善、日常
生活の助長を図るとともに、安否確認を行う
ため、給食の宅配を充実させます。

（1）市民の健康づくり （2）介護予防の推進

ア 市民の健康づくりのため、現市役所周辺にお
いて、市庁舎の建て替えと併せて整備する健
康スポーツ拠点に、健康づくりの中核となる
機能を設置します。

イ 福祉の家において、健康増進施設機能等を
強化する再整備を行います。また、既存施設
についても民間事業者の活力導入による運営
転換、施設の集約化等を図ります。

ウ 健康スポーツ拠点と、既存のスポーツ施設、
福祉の家、愛知医科大学等の健康づくりに関
連のある施設との連携を図り、市全体の健康
づくりを充実させます。

（3）健康づくりの環境の整備

【関連する個別計画】高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、健康づくり計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

健康づくりがしやすいまちであると思っている市民の割合 33.9% 50%
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いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪

4.各政策を実現するための施策

政策1 まちの資源を生かした市民同士の交流の促進

ア 国指定史跡長久手古戦場をはじめとする市内
に点在する史跡を保存継承し、古戦場公園
一帯を、歴史の学びの場、体験の場、交流
の場、フィールドミュージアムの拠点として再
整備します。また、市民による公園の管理運
営を推進します。

イ ふるさとの景観を残すため、市内に現存する
古民家を保存し、地域のくらしを後世に伝え、
市民が交流する場として活用します。

ウ 市内には、多数の古窯が点在しているため、
これを保存活用し、次世代に継承します。特
に、「丁子田１号窯」および「市ケ洞１号窯」
周辺の「ほとぎのさと」を飛鳥時代に想いを
馳せることができる地域活動の場として活用
します。

エ 本市の伝統文化である棒の手、警固祭り等の
大切な文化財の保存、継承を通して、市民の
交流を広げるとともに、市内にある物語や伝
承を記録し、地域に伝わる民俗芸能の保存
活動を推進します。

オ 本市の郷土史や行政史に関する図書資料等を
収集、保存して次世代に伝えます。収集した
図書資料等は、情報提供や調査援助（レファ
レンスサービス）を行って有効活用できるよ
う取り組みます。

（1）歴史の次世代への継承

ア 文化の家を拠点として、市全域で文化芸術の
分野と観光、まちづくり、国際交流、福祉、
教育、産業等の分野を連携させることで、地
域社会の支え合いやコミュニティの絆づくり
等に文化芸術を生かす仕組みや環境づくりに
取り組みます。

イ 質の高い芸術鑑賞や、市民の主体的な文化芸
術活動の支援、地元の資源を活用した大学
連携や創造スタッフ・地元アーティストとの協
働等、芸術を身近に感じることができる取組
を積極的に展開することで、本市に暮らすこ
とが誇りに思えるようなアートのまちづくりを
推進します。

ウ 年齢・性別・国籍・社会的状況等に関わらず、
あらゆる市民が、身近な場所で、様々なジャ
ンルや形態の文化芸術に触れ、体験すること
ができる環境の充実を図ります。

（2）文化芸術による交流
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ア スポーツによる交流を促進するため、市役所
周辺において、市民の健康寿命の延伸や生
活習慣の改善等の健康づくりの機能を備えた
健康スポーツ拠点の整備を行い、民間事業
者の活力導入による運営を目指します。

イ スポーツの杜の公有地化を図り、屋外スポー
ツの拠点として、施設の集約および機能強化
のための拡充を目指します。

ウ スポーツを身近に体感でき、楽しみ、親しみ、
触れることができるものとするため、スポー
ツ教室等を市民が主体的に運営することがで
きる体制を構築します。

（3）スポーツを楽しむ環境の整備

【関連する個別計画】史跡長久手古戦場保存活用計画、文化芸術マスタープラン、スポーツ推進計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

文化・芸術に親しむ機会や場が充実していると思っている
市民の割合 42.0% 60%

スポーツ施設や活動が充実していると思っている市民の割合 27.5% 50%
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いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪

4.各政策を実現するための施策

政策2 観光交流まちづくりの推進

ア リニモ長久手古戦場駅北側のリニモテラスに
おいて、「観光交流」をはじめ、「大学連携」「子
育て支援」「多文化共生」をテーマとし、新
たなつながりが生まれる場を整備することで、
賑わいを創出します。

イ ジブリパークの開業を本市の観光交流活性化
の契機ととらえ、市内外からの来訪者が市内
の各観光施設を回遊して楽しめるよう取り組
みます。

ウ 長久手らしさや地域の魅力を生かした観光に
よる地域づくりを推進するため、市内の新た
な魅力や地域資源を発掘し、市観光交流協
会を基軸に有機的に結びつけることで、本市
独自の魅力的な観光交流を展開します。ま
た、社会のニーズに即した観光振興に取り組
みます。

エ 他自治体と地域間を超えた連携を行い、観
光資源や歴史的・文化的資源を結び、文化、
観光、産業、青少年の交流を推進します。

（1）観光交流スタイルの確立

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
をはじめとする様々な情報媒体を活用し、観光
交流情報の効果的な情報発信に取り組みます。

（2）魅力が広がる情報発信

【関連する個別計画】観光交流基本計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

観光イベントや交流が充実していると思っている市民の割合 26.0% 50%
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あえて歩いてみたくなるまち

4.各政策を実現するための施策

政策1 外出しやすい環境の整備

ア 道路の交通安全対策の強化のため、歩道や
生活道路を整備することにより、歩行者や自
転車の安全を確保し、市民が安心して通行す
ることができる道路を整備します。

イ 渋滞対策のため、道路整備を行うとともに、
主要地方道瀬戸大府東海線の整備促進や主
要地方道春日井長久手線の延伸要望を行い
ます。

ウ 誰もが安全で快適に利用することができるよ
う、道路のバリアフリー化を推進するととも
に、狭隘道路の拡幅整備を行います。

（2）安心して移動できる道路の
 整備ア 運転免許返納者や既存の公共交通で移動が

困難な高齢者等に対応するための公共交通
サービスを提供します。

イ 公共交通の利用促進のため、移動ニーズに対
応した公共交通ネットワークの構築やコミュ
ニティバスの効率的な運行を推進します。

（1）公共交通の利便性の向上

【関連する個別計画】地域公共交通網形成計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

公共交通機関による移動が便利であると思っている市民の
割合 35.3% 50%
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政策2 暮らして心地よい生活環境の形成

ア 長久手中央地区では、土地区画整理事業により、商業施設、駅前広場、公園等の都市機能が集積する
複合拠点を含めた新たな都市核を形成します。

イ 公園西駅周辺地区では、土地区画整理事業により、交通利便性を生かしながら、環境配慮型のまちづ
くりを先導的に進め、低炭素社会に向けた土地利用の展開を図ります。

（1）リニモ沿線の市街地整備

ア 現市役所周辺において、良好な行政サービス
の提供と防災拠点としての機能を充実させるた
め、市庁舎等の建て替えを行い、併せて健康
づくり機能を備えた総合体育館の整備を行い、
都市機能が集積する複合拠点を整備します。

イ 下山地区では、土地区画整理事業により、優
れた立地条件を生かした新たな住宅地の形
成を図ります。

ウ 市民の憩いの場を確保するため、誰もが気軽
に利用できる特色ある公園・緑地を整備しま
す。また、市民のニーズを鑑みて卯塚墓園を
拡張していきます。

エ 公園については多様な世代の利用者のニーズ
を把握したうえで、地域活動や市民活動を行
うための新たな管理方針を検討し、地域のコ
ミュニティの場を目指します。

オ 快適な生活環境を形成するため、新たな整備手法
を検討しながら、計画的に下水道等を整備します。

カ 老朽化した都市基盤施設等の長寿命化を図る
ため、適切な修繕を行います。

（2）都市基盤施設の充実

ア 魅力ある長久手らしい景観を形成するため、
景観計画を策定し、建築物や屋外広告物等
の工作物の設置に対する運用方法を定めるこ
とにより、景観まちづくりを推進します。

イ 歩いて外出する市民を増やすため、道路に緑
を増やし、木陰等で休憩しながら楽しく歩く
ことができる環境づくりに取り組みます。

ウ 高齢者をはじめ多様な世代の人が、歩いて暮
らすことができる環境を整備するとともに、
日用品の買い物の利便性向上等、必要なサー
ビスを享受することができる暮らしやすい居
住環境を備えた土地利用の誘導を図ります。

エ 今後発生が懸念される空き家の有効活用およ
び周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家
への対応について、方策を検討します。

（3）良好な住環境の形成

【関連する個別計画】土地利用計画、
 都市計画マスタープラン、
 公園西駅環境配慮型
 　まちづくり基本計画、
 各施設の長寿命化計画

成果指標 現状値［2016（平成 28）年度］ 目標値［2026 年度］

道路や上下水道等の基盤が整っていると思っている市民の
割合 59.3% 70%

良好な都市景観がつくられていると思っている市民の割合 44.2% 60%
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市民から信頼される市政の運営

4.各政策を実現するための施策

政策1 効果的かつ効率的な市政運営

ア 将来を見据えた中長期的な財政計画を踏ま
え、行政評価を活用した計画的な事業実施
により財政の健全化を図ります。また、市有
財産の有効活用や新たな資金調達の手法を
検討し、安定した財源の確保に努めます。

イ 公共施設の使用料や手数料等については、
受益者負担の適正化を図るため、適宜見直
します。

ウ 公共施設やインフラ資産等の新設・更新・
維持等について、将来世代への過大な負担
としないため、公共施設等総合管理計画に
基づいた総合的かつ計画的な管理に取り組
みます。

エ 統一的な基準による地方公会計の活用等によ
り、市財政状況の見える化を進め、財政マネ
ジメントの強化に取り組みます。

ア 行政にはない知見や活力をまちづくりに生か
すため、PFI 等の公民連携を目指します。

イ 効率的な行政運営のため、民間委託等による
アウトソーシングを推進します。

ウ 広域的な課題や共通の研究目的等に対応す
るため、近隣の他自治体等との連携を推進
します。

（1）将来を見据えた財政運営と
 公共施設の計画的な管理

（2）他自治体との連携や
 民間事業者の活力導入

ア GIS（地理情報システム）を活用し、市政に
関する様々な情報を一元的に管理することに
より、市民サービスの向上につなげます。

イ 急速に進歩するICT（情報通信技術）の積極
的な活用を図り、効率的・効果的な双方向の
情報発信を推進します。

ウ 市民から信頼される市政運営を行うため、積
極的に行政情報の公開を推進するほか、情
報セキュリティの強化対策を行い、個人情報
等の適切な情報管理を行います。

エ 市政に関する情報を、広報紙やホームページ、
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
等の多様なメディアの特性を生かし、必要と
している人に効果的に届けます。

（3）行政情報の適切な管理と活用

【関連する個別計画】中期財政計画、公共施設等総合管理計画、行政改革指針
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政策2 柔軟な市政に向けた仕組みづくり

ア 職員が、地域に出て、多様な市民と対話を積
極的に行い、地域の課題を把握することによ
り、市民自らが地域の課題を解決することを
支援します。また、地域活動や市民活動を行っ
ている市民同士をつなげる能力を向上させる
ための人材育成に取り組みます。

イ 常に職員、組織が連携して取り組むことを意
識して、複数の分野にまたがる課題に対して
は、分野横断的に対応することができるよう
取り組みます。

ウ 職員は、社会情勢の変化を的確に把握し、
成果の検証と改善を意識して、事業に取り組
みます。

エ 概ね小学校区単位で市民サービスを享受する
ことができる仕組みについて、検討します。

（1）市民ニーズへの対応

【関連する個別計画】人材育成基本方針、行政改革指針
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5.主要施策

　市の将来像「幸せが実感できる 共生のまち 長久手～そして、物語が生まれる～」の実現に向けて、特
に市として力を入れていく３つの方向性を示し、その方向性に合致する施策を「主要施策」として掲げ、そ
れらを優先的に取り組んでいきます。

３つの
主要施策の
方向性

主
要
施
策
の
方
向
性
Ⅰ

一人ひとりに
生きがいがあり、
元気で活躍できる
まちづくり

主
要
施
策
の
方
向
性
Ⅱ

多様な人が
つながり、
支え合うまちづくり

主
要
施
策
の
方
向
性
Ⅲ

緑あふれる
潤いのある
まちづくり
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主要施策の方向性Ⅰ

一人ひとりに生きがいがあり、
元気で活躍できるまちづくり

　本市は、現在、平均年齢が若いまちとなっていますが、老年人口の割合は年々増加しており、2035 年
頃には、本市でも超高齢社会となり、高齢化が一層進みます。それに伴い、社会保障費は増加の一途を
たどることが予測されており、増大する社会保障費をいかに抑制するかが重要となります。
　このような状況において、必要となることが、高齢者にいつまでも元気でいてもらうことです。そのため
には、地域で役割を持って、活躍できる環境を整えることが必要になります。人は、人から必要とされる
ことで、生きがいを感じることができ、生きがいは元気の源になります。
　また、将来高齢者になってからまちづくりに関わるのではなく、若い頃から地域で活動できる機会や仕
組みをつくることも必要となります。若い頃からまちづくりに関わる文化が定着することにより、将来にわたっ
てまちの活力を維持することができます。
　そして、市民一人ひとりが元気に暮らすことで、将来像で掲げる幸せが実感できる共生のまちに近づき
ます。以上のことから、「一人ひとりに生きがいがあり、元気で活躍できるまちづくり」に関する以下の施策
を優先的に取り組みます。

《主要施策》

No. 施策名 取組内容

1
地域の担い手づくりの推進
（P.72）
★基本目標 1 政策 1（1）

地域の課題解決に向けて取り組むまちづくり組織の設置・運営の
支援や、地域活動や市民活動を行う人材の育成、ご近所での見守
り活動等に取り組みやすい環境づくりを行うことで、地域の担い手
を増やしていきます。

2
高齢者に役割と居場所がある
まちづくり（P.73）
★基本目標 1 政策 2（1）

様々な経験や知識を持つ高齢者がまちづくりに参画するための仕
組みづくりや、高齢者の能力に応じた就労の機会を確保すること
で、高齢者の役割と居場所づくりに取り組みます。

3
若者の想いを支える仕組みづくり
（P.73）
★基本目標 1 政策 2（2）

市内 4 大学および周辺大学等の学生や子ども等の想いを持った若
者の力を、まちづくりに生かす仕組みづくりや、様々なことにチャ
レンジすることができる仕組みづくりに取り組みます。

4
誰もが活躍できる地域づくり
（P.73）
★基本目標 1 政策 2（3）

市民が主体となって行う学習の場を提供し、学んだことを教え合うこ
とにより、人と人がつながるきっかけをつくることや、学んだことを
生かして地域で活躍することができるよう支援します。



96

5.主要施策

主要施策の方向性Ⅱ

多様な人がつながり、支え合うまちづくり

　本市は、当面の間は、子育て世代を中心に転入超過が続き、自然増も合わせ、人口は増加していくため、
そうした状況に対応していくことが重要となります。
　また、一方で、本市は、この約 50 年で人口が急増し、人の入れ替わりも多いため、地域のつながりが
希薄なまちになりかねない状況ですが、今後到来する超高齢・人口減少社会に対応するためには、地域で
できることは地域で対応することが重要となります。
　こうした状況において、まず必要となることが、比較的若い世代を中心に転入超過が続いているという
ポテンシャルを生かすために、これまで以上に子どもを産み育てやすい環境を整えることです。
　また、これまでのような子ども・高齢者・障がいのある人等の対象ごとの公的支援だけでなく、従来の
制度・分野ごとの「縦割り」では救えない人への対応や、複雑化した様々な問題に対応するためにも、概ね
小学校区の小さな単位でつながり、地域住民同士で助け合い、支え合うことが必要となります。
　そして、多様な人が交わり、地域で共生していくことで、将来像で掲げる幸せが実感できる共生のまち
に近づきます。以上のことから、「多様な人がつながり、支え合うまちづくり」に関する以下の施策を優先
的に取り組みます。

《主要施策》

No. 施策名 取組内容

1
地域における活動の場の整備と
活用（P.72）
★基本目標 1 政策 1（2）

地域コミュニティを活性化させるため、地域の活動拠点となる地
域共生ステーションを整備します。

2
子どもたち一人ひとりに応じた
支援体制の推進（P.74）
★基本目標 2 政策 1（1）

障がいのある児童が身近な地域で安心して過ごせるために、上郷地
区において、児童発達支援センター（すぎのこ教室を含む。）、保育園、
児童館の機能を集積させ、支援体制を強化することや各機関が適
切に連携することで、子どもたち一人ひとりに応じた出生から就労ま
での切れ目のない療育支援体制を構築します。

3
地域の子育てネットワークづくり
の推進（P.75）
★基本目標 2 政策 2（1）

地域と学校が連携・協働して、地域全体で子どもたちの成長を支
える取組を推進し、地域の子育てネットワークを構築します。

4
安心して子どもが過ごせる場の
整備（P.76）
★基本目標 2 政策 3（2）

上郷保育園の移転に合わせた定員の増加や、老朽化した長湫東保
育園の改築により、安心して子どもが過ごせる場を整備します。

5
くらしを支える生活基盤の充実
（P.82）
★基本目標 4 政策 1（1）

支援が必要な高齢者や障がいのある人、生活困窮者が、地域で安
心して暮らせるようにするため、多様な主体が連携した支援体制
や相談体制を構築し、くらしを支える生活基盤の充実を図ります。

6
市民による助け合い・支え合い
の地域づくりの推進（P.84）
★基本目標４ 政策 2（1）

地域の課題解決に向けて取り組むまちづくり組織の設置・運営を
支援します。また、解決を急ぐ必要のある課題等には、当面の間、
地区社協等の場で解決することができるよう支援します。
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主要施策の方向性Ⅲ

緑あふれる潤いのあるまちづくり

　本市は、西部の整備された市街地と、東部の豊かな自然環境が共存していることが、大きな特徴の一つ
です。特に、岩作丘陵や大草丘陵、三ケ峯丘陵、ほとぎの里緑地等に広がる緑あふれる自然環境や、市の
東西を流れる香流川は貴重な水辺空間として、市民に親しまれています。しかしながら、近年、農業従事
者の高齢化や土砂採取等により、農地や里山等の自然は年々減少し、積極的に保全・活用しなければさら
に失われていってしまう状況となっています。
　緑には、多様な役割があり、二酸化炭素の吸収や生物多様性保全の場としての役割のほかに、人々に安
らぎや生活に潤いを与える役割もあり、緑等の自然環境に触れることで幸せを感じる人も多くいます。
　そのためにも、今後は、本市の東部の豊かな緑を保全・活用するとともに、西部の市街地に緑を創出し、
いつでも、どこでも安らぎを感じられるまちになることが求められます。
　以上のことから、将来像で掲げる幸せが実感できるまちに近づけるために、「緑あふれる潤いのあるまち
づくり」に関する以下の施策を優先的に取り組みます。

《主要施策》

No. 施策名 取組内容

1
豊かな自然環境の保全・活用
（P.78）
★基本目標 3 政策 1（1）

岩作丘陵や大草丘陵、三ケ峯丘陵、ほとぎの里緑地等に広がる自
然環境を、都市緑地法等の活用や、市民協働の取組、自然の中で
行う様々な遊びや学びの場の創出等により、保全・活用します。

2 まちの緑の創出（P.78）
★基本目標 3 政策 1（3）

公園や街路樹、保育園、小中学校等の公共の敷地内および民間
の敷地（宅地）内の緑化を推進し、まちに緑を創出します。

3
水辺に親しめる環境の整備
（P.78）
★基本目標 3 政策 1（4）

市内を流れる香流川において、緑と生物に触れ合える空間を創出
し、また調整池においては、周辺風景に溶け込むよう緑化を推進
し、水辺に親しめる環境を整備します。

4 良好な住環境の形成（P.91）
★基本目標 6 政策 2（3）

魅力ある長久手らしい景観を形成することや、道路に緑を増やし、
木陰等で休憩しながら楽しく歩ける環境づくりに取り組むことで、
良好な住環境を形成します。
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④

づくりの過程の
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１.「市民主体のまちづくり」の
 実現に向けて
２.進行管理について

「ながくて未来図」
の推進

第 章
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1.「市民主体のまちづくり」の実現に向けて

　2050 年には老若男女がまちづくりに関わることが当たり前となり、「市民主体のまちづくり」が実現
するよう、「ながくて未来図」の推進においても、「長久手市みんなでつくるまち条例」に基づき、各施
策の実施にあたって、以下の点を念頭において進めていきます。

1

　「市民主体のまちづくり」実現のためには、まずは、市民同士が知り合い、つながることが大前提となり
ます。そのため、「ながくて未来図」の推進においては、その過程で、「あいさつ運動」等の地域でのあい
さつや声掛けが活発となるような取組を、まずは職員が率先して取り組み、地域へ広げていきます。
　また、各計画づくりにおいても、計画づくりの過程を通して市民同士が知り合い、つながることが重要で
あると考え、市民が最初から参加し、様々な意見を出し合い、対話し、交流できる場づくりに努めます。
　しかし、様々な考えを持つ多様な市民が集まり、対話を繰り返すことは、時間がかかることが想定され
ます。そのことを念頭に、時には時間をかけ、対話を繰り返し、多くの市民を巻き込み、市民同士が知り
合うきっかけをさらにつくっていきます。

市民が
「知り合う」

きっかけをつくる

1



第
５
章

101

2

　市全体では、地域ごとに差がある課題を画一的にとらえるしかなく、個々の課題に対応することが難し
い場合があります。そのため、「ながくて未来図」の推進においては、その過程で、概ね小学校区単位で
のまちづくりを意識し、地域の課題は地域で解決することができるように取り組み、一人ひとりに寄り添う
ことができ、顔の見える関係を構築します。

概ね小学校区単位での
「顔の見える

まちづくり」の推進

2

3

　「市民主体のまちづくり」実現のためには、市民に役割を担ってもらうことが重要となります。そのため、「な
がくて未来図」の推進においては、その過程で、各施策に基づく事業の実施について、市民の力で実施が
可能と思われる事業は、順次、市民や地域活動団体、市民活動団体に担ってもらいます。
　また、事業の実施を市民や地域活動団体、市民活動団体に担ってもらうことが難しい場合についても、
部分的に役割を担ってもらえるよう、事業の実施方法を工夫します。

市民に
役割を

担ってもらう

3
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2.進行管理について

基本構想

基本計画
10年間

10年間

アクションプラン
5年間

　総合計画を効果的かつ計画的に推進するため、計画体系ごとに進捗状況を把握し、進行管理を行い
ます。
　また、アクションプラン事業に新しい要素を加えたり、見直しを行ったりすることで、柔軟な計画の
推進を図ります。

基本目標に基づく施策を推進してきた結果、
基本目標で描く理想の姿に近づいているか、
５年に１度確認します。

計画体系に沿った進行管理1

■進行管理のサイクル

2019
（年度） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

基本構想

基本計画

アクション
プラン

計画期間（10 年）

次期計画策定期間

計画期間（10 年）

次期計画策定期間

前期計画期間（５年） 後期計画期間（５年）

結果を踏まえ、改訂

結果を踏まえ、改訂

毎年評価・検証

基本計画の施策に基づく事業の進捗状況につ
いて、年度ごとに評価・検証を行います。

2022年度 に進捗状況の把握 2026 年度に進捗状況の把握
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進行管理方法について2

指標名 説明

基本計画 成果指標

アクションプランを推進した結果、「政策」で目指す目標に近づいて
いるかを図る実績数値による定量的な指標。
《指標例》
■自分や自分の家族が、過去３年間に地域活動に参加した市民の割合
■安心して子育てができるまちであると思っている市民の割合

アクション
プラン 活動指標

アクションプラン事業の実施状況を把握するための取組ごとに設定
する指標。
《指標例》
■○○事業の参加者数
■○○事業における地域での相談受付件数

　進行管理を行うために、計画体系ごとに指標を設定します。

（1）指標の設定

●市民主体のまちづくりの実現に向け、まちづくりの基本原則とし「情報共有・市民参加・協働」を掲げま
ちづくりの基本的なことを定めた「長久手市みんなでつくるまち条例」に沿って、計画を推進します。

●基本計画については、５年に１度実施する市民意識調査で、成果指標の数値を確認し、進捗状況を把
握します。

●アクションプランについては、行政評価を活用し、毎年、活動数値の実績値を把握し、評価・検証を行い、
５年に１度全面的に見直します。

（2）進行管理の方法
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2.進行管理について

計画を推進した結果、
「将来像」に向かっているか、
方向性を「幸せのモノサシ」で確認

「長久手市みんなで
つくるまち条例」
に沿ったまちづくり

将来像
幸せが実感できる 共生のまち 長久手

～そして、物語が生まれる～

日頃から
笑顔で生活が
できている
と感じている

日頃から
笑顔で生活が
できている
と感じている

日頃から
近所の人に

あいさつをする、
される習慣がある

日頃から
近所の人に

あいさつをする、
される習慣がある

自分が
このまちの一員である
（役割がある）と
感じられる

自分が
このまちの一員である
（役割がある）と
感じられる

近所で
声を掛け合って、
頼り、頼られる
関係がある

近所で
声を掛け合って、
頼り、頼られる
関係がある

地域に
愛着がある
地域に
愛着がある

Plan
（計画）

Check
（検証）

Do
（実施）

Action
（改善）

●情報共有
●市民参加
●協働

基本
原則

幸せのモノサシ「幸せな長久手につながる人とまちの状態」

成果指標

活動指標

■進行管理のイメージ

※「幸せのモノサシ」について
　2016（平成 28）年度に、市民と職員がともに、長久手を「心の豊かさや幸せを実感できる住みやすいまち」
にするために何が必要かを考えながら、「ながくて幸せのモノサシ」を策定しました。
　ながくて未来図を推進した結果、将来像に向かっているか、その方向性を、「幸せのモノサシ」で掲げ
ている５つのまちと人の状態（上図参照）を示した指標で確認します。
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１.策定体制
２.策定過程
３.市民主体の計画づくり
４.総合計画審議会
５.議会説明および意見交換
６.庁内での検討
７.根拠条例
 「長久手市みんなでつくるまち条例」
８.用語説明

資料編

第 章
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1.策定体制

議　会 審議会

庁　内

Think Nagakute
キャラバン

(小学校区別ワークショップ）

職員プロジェクト
チーム

有志の若手職員

職員ワーキング
関係各課の係長級職員

政策調整会議
市長、副市長、参事、教育長、各部長

ながくて未来図づくり
キックオフパーティー

小中学生からの意見

団体ヒアリング

各　課
事
務
局（
経
営
企
画
課
）

テーマ別検討会議

学生まちづくり甲子園

市民意識調査

パブリックコメント

市民まちづくり
計画づくり会議

市　民
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2.策定過程

H
28
年
度

審議会 議会説明
庁 内

主な市民参加の取組
政策調整会議 各 課 WG・PT

H
29
年
度

4
月

7
月

10
月

1
月

H
30
年
度

4
月

7
月

10
月

1
月

4
月

8/7 第１回

7/6 第１回

12/22 第２回 12/8 第４回

９月 団体ヒアリング

テーマ別
検討会議
（全６回）
10/21
11/3
11/26
1/13
1/28
3/31 

市民まちづくり
計画づくり会議
（全５回）
4/22
5/26
6/30
11/3
12/15

3/9 第６回

6/26 第９回

8/21第 10 回

12/19第13回

11/13 第３回

2/6 第５回

5/8 第３回

1/29 第６回

議決

6/26
所管事務調査

12/7 職員説明会
※係長級以上

６月 職員説明会
※階級別（部長・次課長・補佐係長）

11月 職員説明会
※階級別（次課長・補佐係長）

3月 職員説明会
※階級別（次課長・補佐係長）

10/4 第１回
10/11 第２回

２月～３月 総合計画愛称募集
４月 総合計画愛称総選挙

5/28
7/9

ながくて未来図づくり
キックオフパーティー（全２回）

８月～９月 Think Nagakute
キャラバン（全６回）

（小学校区別ワークショップ）

4/3 第７回
4/18 第８回

10/9 第 11回
10/17第12回

９月 第４回
※各会派との
意見交換

6/5 第４回

9/18 第５回

1/10 第７回

12/18 第２回

3/26 第３回

10/23第６回

　

職
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
全
19
回
）

１月
第１回職員WG
※係長級＋職員PT

５～６月
第２・３回
職員WG

※係長級＋職員PT

11/8 ～ 12/7  パブリックコメント

ながくて未来図（第６次総合計画）に基づく市政運営スタート

11月 第５回
※各会派との
意見交換

2/10
学生

まちづくり
甲子園

市民意識調査／人口推計／第５次総合計画の評価検証／長久手市を取り巻く環境および現況の調査分析

次期総合計画策定に係る基礎調査

学生
まちづくり
甲子園

開催に向けた
ワーショップ

※ WG：ワーキング、PT：プロジェクトチーム。
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3.市民主体の計画づくり

　ながくて未来図づくりでは、以下の３つを目指し、策定作業を進めてきました。

　これら３つを達成するため、「知ってもらう！」「意見をもらう！」「主体的に考えてもらう！」という段階ご
との市民参加の取組を実施してきました。

一．多くの市民が策定に関わること

一．「まちづくり」を「我が事」ととらえる市民を増やすこと

一．市民同士のつながりが生まれ、計画実行を担う市民を育てること

　「多くの市民が策定に関わること」を達成するためには、まずは、そもそも総合計画という計画がどのよ
うな計画なのかを知ってもらったり、興味を持ってもらうための情報発信が大切だと考え、以下の取組を
実施しました。

1.知ってもらう！

《主な取組》
①総合計画愛称総選挙の実施　②市広報にて「ながくて未来図」特集記事を掲載
③ニュースレターの発行　④策定経過資料の全戸配布　⑤ Facebook ページの運用

　『「まちづくり」を「我が事」ととらえる市民を増やすこと』を達成するためには、長久手市の将来について、
多くの人に考えてもらったり、市民同士で対話をする機会が大切であると考え、以下の取組を実施し、多く
の方から意見をいただきました。

2.意見をもらう！

《主な取組》
①キックオフパーティー　② Think Nagakute キャラバン　③小中学生からの意見
④団体ヒアリング　⑤テーマ別検討会議　⑥パブリックコメント

　「市民同士のつながりが生まれ、計画実行を担う市民を育てること」を達成するためには、目指す未来
に向かって自分たちでできることを主体的に考えてできることから実行してもらうことが大切であると考え、
以下の取組を実施しました。

３.主体的に考えてもらう！

《主な取組》
①学生まちづくり甲子園　②市民まちづくり計画づくり会議
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概 要

1.知ってもらう！

①総合計画愛称総選挙の実施

　長久手市の今後10 年にわたるいろいろな想いを計画
としてまとめ、みんながいろいろな課題を克服しなが
ら、住みよい、安心安全で、子育て、福祉の充実した
まちを創り上げていく様子をイメージしました。

　「ながくて未来図」をたくさんの人と動かしていくイ
メージを図案化。性別も年齢も職業も違う様々な人々
が、長久手市という大きな船の舵を協力して動かしてい
くことを、多くの色とりどりのプレートで表現。

○総合計画愛称の募集

募集期間 平成 29年２月 22日～３月８日

応募件数 193 作品（応募者 101 人）

○総合計画愛称総選挙一次選考

投票期間 平成 29年３月 27日～４月 18日

投票総数 651 票（投票者 251 人）

○総合計画愛称総選挙最終選考

投票期間 平成 29年４月 23日

投票総数 364 票（投票者 364 人）

○最終結果（獲得票数：121 票） 込められた想い

「ながくて未来図」をPRする
ロゴをつくりました！

　総合計画が多くの人に興味や親しみを持ってもらえるようにするため、また、これから総合計画づくりが
始まるということを周知するため、計画づくりの初期段階に、総合計画の愛称を募集しました。
　募集した結果、市内外からの多くの応募から、投票により愛称が「ながくて未来図」に決まりました。
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3.市民主体の計画づくり

　策定過程を周知するために、市広報紙に「ながくて未来図」の特集記事を掲載しました。（合計 13 回）

　ワークショップ等の開催の度に、そ
の回で行われた内容をまとめたニュース
レターを発行しました。（合計 12 回）

　途中段階の計画を多くの方に知ってもらうため、検討してきた内容を資
料にまとめ、全戸配布しました。（全５回）

　ながくて未来図づくりに係るワークショップ等の予定や、開催結果を周知するため、Facebookページ「み
んなでつくろう！ながくて未来図」を作成し、情報発信しました。

②市広報にて「ながくて未来図」特集記事を掲載

③ニュースレターの発行

④策定経過資料の全戸配布

⑤Facebookページの運用
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概 要

　計画づくりのキックオフイベントとして、

をテーマとしたワークショップを開催しました。（全２回）

①キックオフパーティー

2.意見をもらう！

●様々な人と“出会う”　●交流し、“知り合う”　●長久手について“語り合う”

○第２回ながくて未来図（総合計画）づくりキックオフパーティー

○第１回ながくて未来図（総合計画）づくりキックオフパーティー

開催日時 平成 29年５月 28日

内 容
「未来の長久手、○○だったらイイネ！」をテーマに、長
久手市の理想の将来像についてグループで話し合う。

参加人数 115 人

開催日時 平成 29年７月９日

内 容
「ご近所自慢＆挑戦！エリアプロモーション」をテーマに、
各小学校区ごとの魅力をグループで話し合い、現状の長久
手市の資源を考える。

参加人数 124 人

自分の子ども、
孫たちが

「大好き」と言えるよう
なまちがいいネ

子どもたちが
楽しく学校に通える
まちがいいネ

緑いっぱい、
おはようの挨拶が
できるまちが
いいネ

まちづくりに
熱心な人が多い

昔ながらの
お祭りがある

子どもが多く
活気がある

閑静な住宅地
である

主な
意見

主な
意見
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3.市民主体の計画づくり

開催日時 開催場所 参加人数

西小校区 平成 29年８月 25日 西小校区共生ステーション 34人

北小校区 平成 29年８月 27日 北小学校多目的室 43人

南小校区 平成 29年８月 30日 まちづくりセンター集会室 38人

東小校区 平成 29年９月２日 福祉の家集会室 30人

市小校区 平成 29年９月３日 市が洞小学校多目的室 61人

長小校区 平成 29年９月６日 市役所西庁舎研修室 37人

　各小学校区ごとにワークショップを開催し、主に現状
の課題等についてグループで話し合いました。

②Think Nagakuteキャラバン

子どもたちが
大人になったとき
このまちに

帰ってきてくれるか

高齢者の働く場所
や活躍の場が
少ない

同世代の
つながりが少なく、
将来の子育てが

不安

子どもが自然と
触れ合う場が
少ない

一気に高齢化
したとき、

くらしはどうなるか

若い人たちに
歴史や伝統は

受け継がれている？

主な
意見

市民有志で
作成した
チラシ

概 要
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　市内の小学生・中学生を対象に、『まちの将来を考える「～だったらいいネ」』をテーマに、将来の長久
手市に関する意見を書いてもらいました。

③小中学生からの意見

　市内で活動している市民団体にヒアリングを行い、活動を通じて感じる長久手の現状（魅力・課題）や、
将来の長久手の理想像について、意見をもらいました。

④団体ヒアリング

意見収集時期 ①平成 29年２～３月　　②平成 29年６～７月

対象者
①市内中学３年生
②市内小学６年生・市内中学生（全学年）

人 数 合計 2,962 人

意見収集時期 平成 29年９月

対象団体
（30団体）

【子育て・教育分野】７団体
学童父母会（長久手、長久手北、長久手南、市が洞）、希望の会、ウェンディ
の箱、長久手点字サークル

【福祉・健康分野】９団体
長久手市身体障害者協会、ほっとクラブ、社会福祉法人日本介助犬協会、
長久手市民生委員児童委員協議会、NPO法人つづら、がんこおやじの会、
なごみ、ながくてすこやかメイト、長久手市食生活改善推進委員

【つながり・安心安全分野】７団体
リニモ沿線合同大学祭実行委員会、長久手市観光交流協会、うぃうぃの
会、長久手南小学校区防犯パトロール連合、上川原防犯パトロール、西
小学校区防犯コミュニティ、長久手市文化の家フレンズ

【みどり・環境分野】７団体
香流川をきれいにする会、長久手湿地保全の会、NEXPO（長久手・万
博継承会）、食と農を考える会、ながくて里山クラブ、長久手みなみ里
山クラブ、平成こども塾サポート隊

概 要

概 要

自分から「やろう」と
チャレンジできる
まちだといいネ

都市と田舎
どちらもある
といいネ

高齢者に
やさしいまち
がいいネ

派手なまちより
人と人が支え合って
あたたかく平和な
まちがいいネ

主な
意見
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3.市民主体の計画づくり

開催日時 内 容 参加人数

第１回 平成 29年 10月 21 日
●６つの分野ごとに、「未来の幸せのシーン」
を考え、絵を描く

60人

第２回 平成 29年 11月３日
●「未来の幸せのシーン」を基に、10年後
の理想の姿を考え、物語にまとめ、タイト
ル（＝基本目標）を考える

75人

第３回 平成 29年 11月 26 日
●第２回で考えた「ながくて未来の物語」に
足りない視点を付け加える
●全体の将来像を考える

73人

第４回 平成 30年１月 13日
●「ながくて未来の物語」実現のための具体
的な手段を考える

54人

第５回 平成 30年１月 28日
●第４回で考えた具体的な手段を基に、取組
の方向性を考える

45人

第６回 平成 30年３月 31日 ●全体の将来像を考える 57人

概 要

　①～④で出た意見を、「みんなの想い集」としてとりまとめ、６つの分野（人づくり・子ども・自然環境・生活・
交流・都市経営）に整理しました。その 6つの分野ごとに10 年後の理想の姿を考え、「ながくて未来の物
語」としてまとめました。また、「ながくて未来の物語」を実現するための手段を考えました。

　ながくて未来図（第６次長久手市総合計画）（案）に対する意見を募集したところ、30人から144 件の
意見が提出されました。

⑤テーマ別検討会議

⑥パブリックコメント
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　長久手市に在住、あるいは在学している高校生、大学生を対象に、“ 学生ならでは ”の視点で、まちづ
くりのアイディアを考えてもらい、発表する「長久手市学生まちづくり甲子園」を開催しました。応募のあっ
た６チームが、３回のワークショップで自分たちができる取組アイディアを考え、発表しました。

①学生まちづくり甲子園

３.主体的に考えてもらう！

　10 年後の目指すべきまちの姿に向かって、市民で取り組むことをまとめた
「市民まちづくり計画」策定に向け、５回のワークショップで、チームづくり
を行い、各チームが取り組む内容（＝市民アクション）を検討しました。
　また、ワークショップを行いアイディアを出し合うだけにとどまらず、各チームごとにワークショップで出
たアイディアを実践してみる「お試しアクション」を通して、市民アクションを検討しました。

②市民まちづくり計画づくり会議

概 要

○学生まちづくり甲子園（本番）

開催日時 平成 30年２月 10日

内 容 それぞれのチームが考えた「取り組むアイディア」の発表

観覧者 105 人

開催日時 内 容 参加人数

第１回 平成 30年４月 22日 ●市民アクションの種になるアイディア出し 56人

第２回 平成 30年５月 26日
●チーム編成
●チームでできることを考える

43人

第３回 平成 30年６月 30日 ●「お試しアクション」を考える 72人

～「お試しアクション」の実践～

第４回 平成 30年 11月３日
●「お試しアクション」をふりかえる
●今後の取組内容を考える

44人

第５回 平成 30年 12月 15 日 ●今後の取組内容を発表する 60人

概 要

※市民アクションについては、市民まちづくり計画に詳しく記載しています。
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3.市民主体の計画づくり

⑤

多くの方に
関わってもらい、

「ながくて未来図」は
生まれました！

づくりの過程の
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4.総合計画審議会

区 分 氏 名 役職名

学識経験者

１ 井澤　知旦 名古屋学院大学現代社会学部　学部長

２ 後藤　澄江 日本福祉大学社会福祉学部　教授

３ 白石　淑江 愛知淑徳大学福祉貢献学部　教授

４ 増田　理子 名古屋工業大学社会工学専攻　教授

５ 松宮　朝 愛知県立大学教育福祉学部　准教授

６ 村田　尚生 愛知学院大学総合政策学部　准教授

条例指定
７ 羽根　しげ子 教育委員会　委員

８ 鬼頭　一利 農業委員会　委員

公共的団体の
役職者

９ 井上　信乃 小中学校 PTA 連絡協議会　母親代表

（前） 早川　典恵 小中学校 PTA 連絡協議会　母親代表

10 加藤　勝 身体障害者福祉協会　会長

（前） 青山　暁子 身体障害者福祉協会　副会長

11 川本　達志 商工会　会長

12 喜多　一憲 社会福祉協議会　会長

13 田端　香代子 子育て支援ネット長久手　会長

14 中村　利男 まちづくり協議会・自治会連合会・区長会　会長

住民の代表

15 大庭　卓也 公募市民

16 中島　愛子 公募市民

17 野田　久徳 公募市民

18 松本　まり子 公募市民

開催日時 審議内容等

第１回 平成 29 年８月７日
●会長および職務代理の選任について　●諮問
●策定方針および今後のスケジュールについて
●基礎調査結果について

第２回 平成 29 年 12 月 18 日
●基本構想の検討状況について
●総合計画全体の構成イメージについて　●人口フレームについて

第３回 平成 30 年３月 26 日 ●基本構想のたたき台について　●総合計画全体の体系について

第４回 平成 30 年６月５日 ●基本構想素案について　●基本計画の取組の方向性について

第５回 平成 30 年９月 18 日 ●基本構想および基本計画素案について

第６回 平成 30 年 10 月 23 日 ●第６次長久手市総合計画素案について

第７回 平成 31 年１月 10 日
●パブリックコメント実施結果について
●第６次長久手市総合計画（案）について
●第６次長久手市総合計画の答申（案）について

委員名簿1

開催状況2
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昭和 39 年４月１日
条例第 12 号

改正　昭和 40 年 12 月 21日条例第 12 号
平成元年３月 24 日条例第２号
平成 15 年３月 28 日条例第７号

　（趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４の規定に基づき、長久手市総合計

画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
　（設置）
第２条　市長の諮問に応じ、本市の総合計画に関し、必要な調査及び審議を行わせるため総合計画審議会を

置く。
　（組織）
第３条　審議会は、委員 20 名以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 農業委員会の委員
(3) 公共的団体の役職員
(4) 学識経験を有する者
(5) 住民の代表
(6) その他市長が必要と認める者
　（会長）
第４条　審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理す

る。
　（委員）
第５条　委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　（会議）
第６条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
　（雑則）
第７条　この条例で定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

附　則
この条例は、昭和 39 年４月１日より施行する。
附　則（昭和 40 年条例第 12 号）
この条例は、公布の日より施行して、昭和 40 年 12 月１日より適用する。
附　則（平成元年条例第２号）
この条例は、平成元年４月１日から施行する。
付　則（平成 15 年条例第７号）
この条例は、平成 15 年４月１日から施行する。

長久手市総合計画審議会条例3
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4.総合計画審議会

諮問・答申4
①諮問

②答申

29 長経第 107 号　

平成 29 年８月７日　

長久手市総合計画審議会会長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市長　𠮷田　一平　　　　　

　　　　長久手市総合計画について（諮問）

　長久手市総合計画の策定について、長久手市総合計画審議会条例第２条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

平成 31年１月18 日

長久手市長　𠮷田　一平　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市総合計画審議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　後藤　澄江

　　　　第６次長久手市総合計画（案）について（答申）

　平成 29 年８月７日付け 29 長経第 107 号で諮問のありました第６次長久手市総合計画（案）について、本審議会に

おいて慎重に審議を重ねてきた結果、適当であるとの結論に達しましたので、答申いたします。

　なお、本総合計画の策定過程に、多くの市民が関われるように取り組んできたことを評価します。また、本総合計画

を推進するとともに、推進にあたっては、より多くの市民に参加いただき、自分たちのまちについて、一層関心を持って

もらえるように、引き続き取り組むことを要望します。

　また、市の将来像「幸せが実感できる　共生のまち　長久手　～そして、物語が生まれる～」の実現に向けて、留意

すべき事項を下記のとおり申し添えます。

記

１　各施策の実施にあたっては、長久手市みんなでつくるまち条例に基づき、多くの市民がまちづくりに関わることがで

きるよう、「市民と行政が協働する市民主体のまちづくりの実現」を念頭に取り組んでください。

２　地域の課題は地域で解決する仕組みづくりや概ね小学校区単位でのまちづくりの推進により、「地域で顔の見える

関係」の構築に努めてください。

３　次世代を担う子どもや若者が、子どもの頃からまちづくりに参加できる仕組みづくりを行い、本市に住み続けたいと

思うまちづくりに取り組んでください。

４　総合計画の実効性を確保するための効果検証を行い、目標値を達成できるよう努めてください。
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5.議会説明および意見交換／6.庁内での検討

議会説明および意見交換

庁内での検討

開催日時 説明内容等

第１回 平成 29 年７月６日
●策定方針および今後のスケジュールについて
●基礎調査結果について

第２回 平成 29 年 12 月 22 日 ●第６次総合計画の策定状況について

第３回 平成 30 年５月８日
●第６次総合計画の基本構想素案について
●今後のスケジュールについて

第４回
平成 30 年

９月 18 日～ 20 日
●第６次総合計画の基本計画素案について

第５回
平成 30 年

11 月７日～ 16 日
●第６次総合計画の基本計画素案についての意見交換

第６回 平成 31 年１月 29 日
●パブリックコメント実施結果について
●第６次長久手市総合計画（案）について

　市長、副市長、参事、教育長、各部長を構成員とし、基本構想、基本計画の策定に関しての必要な事
項を協議し、庁内の意思決定機関として審議を行いました。（全 13 回）

（1）政策調整会議

　策定状況の共有や、主に基本計画およびアクションプラン策定において各課で必要な作業依頼のため
に開催しました。（全４回）

（2）職員説明会

　係長級職員および職員プロジェクトチームメンバーを構成員とし、主に基本計画のたたき台の検討を行
いました。（全３回）

（3）職員ワーキング

　有志の若手職員を構成員とし、主に市民ワークショップでのグループワークのファシリテートや市民メン
バーのサポートを行いました。（ミーティング：全 19 回）

（4）総合計画職員プロジェクトチーム
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7.根拠条例
　「長久手市みんなでつくるまち条例」

長久手市みんなでつくるまち条例

目　次
前文
第１章　総則（第１条―第４条）
第２章　まちづくりの担い手の役割及び責務
　第１節　市民（第５条・第６条）
　第２節　議会（第７条）
　第３節　市（第８条・第９条）
第３章　市民主体のまちづくり（第 10 条―第 15 条）
第４章　市政運営（第 16 条―第 20 条）
第５章　実効性の確保（第 21 条）
附則

　わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合
い、夢と覚悟を持って自らの手でまちづくりをしていこう
と決意し、その基本となる「長久手市みんなでつくるまち
条例」を定めます。
　長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」
に関する史跡や、伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴
重な文化財が引き継がれ、また、長久手を源流とする香
流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じる
ことができる住みよいまちです。
　2005 年の「愛・地球博（日本国際博覧会）」を機に、
日本唯一の乗り物「リニモ」がまちの中心を走り、住宅地
の整備が一層進み、長久手市は大きく発展しました。
　一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、
人と人とのつながりが薄れてきていると感じられます。今
後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時代に備えて、今、
地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協
力して乗り越えていかなくてはなりません。
　そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び
議会と協働して、主体的に行動していくことが求められま
す。互いに声をかけ合い、人を集め、とことん話し合うこ
とを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要
になります。
　この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、
市民、議会及び市それぞれが何をすべきかを示しています。
　わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深
さと、自分の言葉と行動に対する責任を持ちます。そして、
次世代に豊かな自然とよりよいまちを引き継ぎ、みんなで
手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久
手市をつくりあげていきます。

第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本
的な事項を定めるとともに、まちづくりの担い手となる
市民、議会及び市の役割及び責務を明らかにし、市民
が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引
き継ぎ、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現する
ことを目的とします。

（条例の位置付け）
第２条　この条例は、まちづくりの基本であり、市民、議
会及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

２ 市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっ
ては、この条例との整合を図らなければなりません。

（用語の定義）

第３条　この条例において使用する用語の意義は、次の
とおりとします。

⑴市民　市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は
市内で事業若しくは活動を行う者（法人その他の団体
を含みます。）をいいます。

⑵議会　市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的
確に反映させるための議決機関をいいます。

⑶市　市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、
公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員
会をいいます。

⑷まちづくり　笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するため
に行う公共的な活動をいいます。　

⑸地域活動団体　地域のつながりを基にまちづくりを行
う団体をいいます。

⑹市民活動団体　特定の分野に対する市民の関心又は問
題意識を基にまちづくりを行う団体をいいます。

⑺総合計画　目指す将来像を定める基本構想及びその実
現のための基本計画を内容とする総合的な計画をいい
ます。

（まちづくりの基本原則）
第４条　長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次に
定めるとおりとします。

⑴情報共有の原則　
　市民、議会及び市は、それぞれが持つまちづくりに関
する情報を互いに共有し、活用します。

⑵市民参加の原則　
　市民、議会及び市は、市民の参加により、まちづくり
を進めます。

⑶協働の原則
　市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しな
がら、信頼関係を築き、ともに考え行動するまちづくり
を進めます。

第２章　まちづくりの担い手の役割及び責務
第１節　市民
（市民の権利）
第５条　市民は、まちづくりに関する情報を知ることがで
きます。

２ 市民は、まちづくりに参加することができます。
３ 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実
感しながら笑顔で暮らすことができます。

（市民の役割及び責務）
第６条　市民は、地域社会や次世代のことを考え、自らの
発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに取り組みます。

２ 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ
他者の多様な価値観を認めます。

第２節　議会
（議会の役割及び責務）
第７条　議会は、議決機関としてその責任を深く認識し、
結果について市民に対して説明するよう努めるととも
に、市政運営を監視する役割を果たさなければなりま
せん。

２ 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例（平成
26 年長久手市条例第 42 号）の定めによります。

第３節　市
（市長の役割及び責務）
第８条　市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市
政運営を行わなければなりません。
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２ 市長は、市民及び議会と総合計画に掲げる将来像を共有
し、その実現に向けて全力を尽くさなければなりません。

（職員の役割及び責務）
第９条　市の職員（以下「職員」といいます。）は、全体
の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に
職務を遂行しなければなりません。

２ 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と
交流・対話しながら課題等を把握し、部署間で連携し
て解決に努めなければなりません。

３ 職員は、前２項の役割等を果たすにあたって、自ら必
要な能力を高めるよう努めなければなりません。

第３章　市民主体のまちづくり
（市民参加及び協働）
第 10 条　市は、計画の立案、実施及び評価の過程にお
いて、多様な市民参加の機会を保障し、得られた意見
等を市政に反映するよう努めます。

２ 市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、
子どもがまちづくりに参加することができる環境づくり
に努めます。

３ 市民、議会及び市は、協働を進めるため、互いに声を
かけ合い、人を集め、対話を繰り返すよう努めます。

（市民のまちづくり）
第 11 条　市民は、次に掲げる活動に積極的に参加するこ
とにより、まちづくりに取り組みます。

　⑴身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上
のために自治会その他これに類する地域活動団体が行
う活動

　⑵地域社会の発展のために市民活動団体その他これに
類する団体が行う活動

（まちづくり組織）
第 12 条　市は、概ね小学校区単位の地域で、市民自身
が暮らす当該地域のことを考え、主体的に実行できる
よう、地域の市民と協議しながら、その仕組みをつく
るよう努めます。

２ 市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、
市民活動団体その他の団体及び個人が連携し、対話し
ながら当該地域固有の課題解決に向けて取り組む組織
（以下「まちづくり組織」といいます。）を設置すること
ができます。

３ まちづくり組織は、市民に開かれたものとし、地域の
あるべき将来像をつくり、その実現のため継続的かつ
計画的にまちづくりに取り組むよう努めます。

４ 市民は、課題を共有し、協働して解決していくため、
まちづくり組織が行う活動への参加を通して、積極的
にまちづくりに取り組むよう努めます。

（地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の役割）
第 13 条　地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組
織は、自らの活動への参加を促し、まちづくりの担い手
の発掘及び育成を行うため、活動内容及び運営状況を
明らかにし、市民の理解及び共感を得るよう努めます。

（地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織への支援）
第 14 条　議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体
及びまちづくり組織の自立性を尊重し、その力が最大
限発揮されるよう必要に応じて支援します。

（住民投票）
第 15 条　長久手市に関する特に重要な事項について、市
民、議会及び市が対話を重ね、十分な議論をしてもな

お、住民の意思を直接確認する必要があるとき、市長
は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施す
ることができます。

２ 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなけ
ればなりません。

第４章　市政運営
（市政運営の基本原則）
第 16 条　市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本
とし、市民が主体的に行動できるまちづくりを進めます。

２ 市は、計画の立案、実施及び評価に至る情報を市民及
び議会と共有することが、まちづくりの基本であること
を踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情報提供及び説
明に努めます。

３ 市は、まちづくりの実践を通して、職員の人材育成及
び配置に努めます。

（計画的な市政運営）
第 17 条　市は、この条例に基づき、総合計画を策定し、
計画的な市政運営を行います。

２ 総合計画における基本構想については、議会の議決を
経るものとします。

（情報公開及び個人情報の取扱い）
第 18 条　議会及び市は、長久手市情報公開条例（平成
13 年長久手町条例第 24 号）の定めるところにより、
その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開しなけ
ればなりません。

２ 議会及び市は、長久手市個人情報保護条例（平成 16
年長久手町条例第７号）の定めるところにより、保有す
る個人情報を適正に管理するとともに、個人の権利及
び利益が侵害されることのないよう、適正に取り扱わ
なければなりません。

３ 市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でや
むを得ない場合に地域で互いに助け合い、支え合うた
めの必要最小限の個人情報を共有することができる環
境づくりに努めます。

（安心安全なまちづくり）
第 19 条　市は、市民の安心安全を確保するため、自然
災害、重大な事故等に備え、危機管理体制を整え、災
害等の発生時には、関係機関等と連携・協力し、迅速
かつ的確に対応します。

２ 市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備えるため、
防災に関する取組を行い、災害時は自分自身を守る努
力をするとともに、互いに協力します。

（他の自治体等との連携）
第 20 条　市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、
他の自治体及び関係機関等と相互に連携し、協力する
よう努めます。

第５章　実効性の確保
（条例の検証）
第 21条　市民及び市は、５年を超えない期間ごとに、こ
の条例に沿ってまちづくりが行われているかについて、社
会情勢及びまちづくりの推進状況を踏まえ、検証します。

２ 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切
な措置を行います。

附　則
　この条例は、平成 30 年７月１日から施行します。
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8.用語説明

※ページ数については、その語句が最初に出てくるページ数を表記しています。

ICT（情報通信技術） ..................................P15
I n f o r m a t i o n  a n d  C ommu n i c a t i o n 
Technology（情報通信技術）の略。情報技術に
通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉。

温室効果ガス ........................................................P15

大気中に存在する、地表から放射された赤外線の
一部を吸収することにより、温室効果をもたらす
気体の総称。二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素
等がある。

クラウドファンディング .........................P15

群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合
わせた造語であり、特に、インターネット上で不
特定多数の人から資金調達する仕組み。

健康寿命 ..................................................................... P25

一人ひとりが生きている長さの中で、元気で活動
的に暮らすことができる期間のこと。

耕作放棄地 .............................................................. P79

所有されている農地のうち、過去１年以上作付け
されておらず、所有者が数年の間に再び作付けす
る考えのない農地。

子育てサロン ........................................................ P75

子育て中の保護者の相談や子どもの遊び場づくり
を目的として、ほかの保護者や子どもと交流でき
る場。

アウトソーシング ............................................. P92

組織内部で行っていた業務を外部組織に委託する
こと。

生きる力 ........................................................................P76

国が定めた学習指導要領に基づき、変化の激しい
これからの社会を生きる子どもたちに身に付けさ
せたい「確かな学力」「豊かな人間性」「健康と体力」
の３つの要素からなる力。

インバウンド ...........................................................P15

外国人が日本を訪れる旅行のこと。または、外国
人旅行者を誘致すること。

インフラ資産 ......................................................... P92

産業や社会生活の基盤として整備される建築物や
道路・橋梁等の施設・設備。

AI（人工知能） ......................................................P15
Artificial Intelligence（人工知能）の略。人間
が知能を使ってすることをコンピューターにさせよ
うとする試み、または、その技術。

NPO ...................................................................................P15
Non-Profit Organization （非営利組織）の略。
福祉・まちづくり・環境保全・国際交流・災害支
援等の場面で組織として活動する民間の非営利
組織。

SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）...........P15
Social Networking Service（ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス）の略。個人間のコミュニ
ケーションにより社会的なネットワークを構築する
インターネットを利用したサービス。

あ行

狭
きょうあい

隘道路 ................................................................... P58

車のすれ違い等が困難で交通に支障があり、災害
時の安全確保において問題を抱える、狭い道路。

か行
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人生100年時代 .................................................P14

人生 100 年時代構想とも言う。ある海外の研究
では、2007（平成 19）年に日本で産まれた子ど
もの半数が、107 歳より長く生きると推計されて
いる研究報告がある。そのため、長い期間をより
充実したものにするため、幼児教育、小・中・高
等学校教育、大学教育、社会人の学び直し等の
生涯にわたる学習と、高齢者から若者まで、全て
の国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍
し続けられる社会、安心して暮らすことのできる
社会づくりが重要であるとする考え方。

スクールソーシャルワーカー ..........P74

児童・生徒が学校や日常生活で抱える悩みや問題
に対して、家族や友人、学校、地域等の周囲の
環境に働きかけることで、子どもを支援していく
専門職。

生活困窮者自立支援制度 .................. P82

生活保護を受給していないが、生活保護に至る可
能性のある人で、かつ自立が見込まれる人を対象
に、生活保護に至る前に、相談・学習・住宅・就
労等様々な範囲にわたって支援を提供する制度。

生活保護制度 ...................................................... P82

生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必
要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生
活を保障し、対象者の自立を助長する制度。

生物多様性 ...............................................................P15

様々な自然があり、そこに特有の個性を持つ生物
がいて、それぞれの命がつながりあっており多様
性があること。

ゼロエネルギー化 ......................................... P46

住宅や施設等が、省エネ性能の向上や再生可能
エネルギーの活用等により、年間での一次エネ
ルギー消費量が正味ゼロ、または概ねゼロにな
ること。

受益者負担 .............................................................. P92

特定の公共事業に必要な経費にあてるため、その
事業によって特別の利益を受ける者に経費の一部
を負担させること。

循環型社会 .............................................................. P80

限られた資源をなるべく効率的に利用するととも
に、再生産・再利用し、持続可能な形で循環させ
ながら利用していく社会。

施設の長寿命化 ............................................... P91

計画的に改修することで、施設の寿命を延ばし、
修繕等の費用を減らし、安全性や信頼性を確保
すること。

コミュニティビジネス .............................. P73

市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネ
スの手法により解決する取組。

コミュニティ・ソーシャル・
ワーカー ....................................................................... P25

地域において、支援が必要な人に対する個別支援
や住民活動のコーディネートを行うほか、既存の
福祉サービスでは対応しきれない課題解決に取り
組む等、コミュニティに焦点をあてた社会福祉活
動を担う人。

自主防災組織 ....................................................... P82

地域住民による自主的な防災活動に取り組むこと
を目的として結成された組織。

さ行

GIS（地理情報システム） ..................... P62
地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を
持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加
工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断
を可能にする技術。
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8.用語説明

地域共生社会 .......................................................P14

制度や分野ごとの縦割りや支え手・担い手という
役割を超えて、地域住民や地域の様々な主体が
『我が事』として地域に参画し、人と人、人と資
源が世代等を超えて『丸ごと』つながることで、
住民の生きがいやくらしが共に創り上げられてい
く社会。

地方公会計 .............................................................. P92

資産・負債等のストック情報や現金主義の会計制
度では見えにくいコストを見える化し、自治体の
財政状況等をわかりやすく開示するため、自治体
の会計制度に「発生主義・複式簿記」といった企
業会計的要素を取り込んだ会計制度。

地方分権一括法 ................................................P15

地域の自主性および自立性を高めるため、国から
地方公共団体または都道府県から市町村への事
務・権限の移譲や、地方公共団体への義務付け・
枠付けの緩和について定めた法律。

超高齢社会 ...............................................................P16

総人口に対して、65 歳以上人口の割合が 21% 以
上を占める社会。

低炭素社会 .............................................................. P80

地球温暖化の要因とされる温室効果ガスの排出を
低く抑えた石油等の化石燃料に頼らない社会。

DV .........................................................................................P74
Domestic Violence（ドメスティック・バイオレン
ス）の略。配偶者や恋人、親しい間柄の人物から
の暴力。

農福連携 ..................................................................... P46

障がいのある人の農業分野での活躍を通じて、「農
業における課題」、「福祉（障がい者等）における
課題」の双方の課題解決を図るとともに、障がい
のある人の自信や生きがいを創出し、社会参画を
促す取組。

な行

待機児童 ..................................................................... P28

保育園への入所・利用資格があるにも関わらず、
施設の不足等を理由に入園できない状態にある
児童。

多文化共生 ............................................................... P38

国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的な
違いを認め合い、対等な関係を築きながら共に
生きていくこと。

団塊ジュニア .........................................................P16

1971（昭和 46）年から1974（昭和 49）年までの、
第二次ベビーブーム時代に生まれた世代。

団塊の世代 ...............................................................P14

1947（昭和 22）年から1949（昭和 24）年頃の
戦後の第一次ベビーブーム時代に生まれた世代。

地域型保育事業 ............................................... P42

児童福祉法に定められた、市町村によって認可さ
れる教育・保育施設。小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、事業所内保育がある。

た行
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PFI  ....................................................................................... P92
Private Finance Initiative の略。公共サービス
の提供に際して、従来のように公共が直接施設を
整備せず、民間資金を利用して民間に施設整備と
公共サービスの提供をゆだねる手法。

ビッグデータ ..........................................................P15

膨大かつ多様で複雑なデータであるが、そのデー
タ間の関係性等を分析することで、新たな価値を
生み出す可能性のあるデータ集合。

プレーパーク ........................................................ P78

既成の遊具等があるような従来の公園と異なり、
子どもの好奇心や想像力で遊びや遊び場を創り出
し、工夫しながら自由な遊び方ができる場。

バリアフリー化 ..................................................P90

高齢者や障がい者が社会生活を送る上で、障壁と
なるものを取り除くことにより、住みよい社会を創
ること。

は行

放課後児童クラブ ......................................... P28

留守家庭等の小学生を対象に、放課後の居場所と
して活動する事業。

まち・ひと・しごと創生 ................................. P7

「しごと（雇用）」の量と質の確保によって「ひと（人
口）」を地域に呼び込み、さらに「しごと」が充実
していく、「しごと」と「ひと」の好循環を創り出
すとともに、地域課題を解決し、「まち」を活性化
していくという、まち・ひと・しごと創生法に基づ
く考え方。

ま行

６次産業化............................................................... P79

農林水産事業者が生産（１次）、加工（２次）、販
売（３次）まで一体的に取り組むことや、２次・３
次事業者と連携して新商品やサービスを生み出す
こと。

ら行

ワークショップ ................................................... P25

元来、「工房」「作業場」等協働で仕事を行う“ 場 ”
を表す言葉だが、近年では、参加者自らが積極的
な意見交換や協働体験を通じて、実践的な知識・
技術を学びとる参加体験型グループ学習を指す。

ワーク・ライフ・バランス .........................P14

仕事（ワーク）と、育児や介護、趣味や学習、休養、
地域活動といった生活（ライフ）との調和をとり、
その両方を充実させるという働き方・生き方。

わ行



128

2019 年３月
発行：長久手市
編集：長久手市役所　市長公室　経営企画課
         〒 480-1196　愛知県長久手市岩作城の内 60 番地 1
         TEL ／ 0561-56-0600　FAX ／ 0561-63-2100
         E-mail ／ keiei@nagakute.aichi.jp

第６次長久手市総合計画（2019 -2028）





第
６
次
長
久
手
市
総
合
計
画

２
０
１
９-

２
０
２
８

愛
知
県
長
久
手
市

第６次
長久手市総合計画
2019-2028

第６次
長久手市総合計画

2019-2028


